
令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

管理

番号 
5 

重点募集
テーマ

× 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

提案分野 12_その他 

提案事項（事項名） 

公営住宅の家賃決定に係る収入申告書提出の省略 

提案団体 

常総市 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、厚生労働省、国土交通省 

求める措置の具体的内容 

同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情報、税（所得）情報や福祉サービスの受給状況等の提供を受

け、入居者から収入申告書や減額免除申請書の提出を省略できるように、公営住宅法の収入申告要件を緩和

してもらいたい。 

具体的な支障事例 

家賃決定に際し、入居者に収入申告書の提出を求めるが、期限内に提出がないケースが多く、電話や通知によ

る催告を何度も行うことが業務負担となっている。また、報告の請求を行ったにもかかわらず提出がない場合、

近傍同種の住宅の家賃として家賃決定することになる。家賃が高額になると、支払いが滞り、債務整理の対応

業務にも苦慮している。収入申告書の未提出者の中には、職を失い収入がないケースや、福祉サービスの提供

を受ける状況に陥っているなど、減額免除の対象になるが、本人からの申告書が提出されていないために、近

傍同種の住宅の家賃（高額な家賃）が賦課され債務不履行にいたる悪循環が生まれている。 

公営住宅の公的給付としての性質に鑑み、申告を必要としていることは承知しているが、マイナンバーの活用等

により税情報の関係書類等の提出が省略可能となった現状も踏まえ、見直しの余地はあるものと考えている。 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申告手続のため来庁した入居者やその家族からは、毎年同じ書類を出させられるという意見や、確定申告の情

報を使ってもらえばいいのに、といった意見が寄せられている。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

(住民の利便性の向上) 

収入申告書の提出が不要となるため、書類の提出や来庁の回数を削除できる。 

収入申告書の提出漏れがなくなり、収入に応じた適切な家賃を支払うことが可能となる。 

（行政の効率化) 

収入申告書、減免申請書、リマインド通知、家賃未納の督促状、催告書等の通知を発送する業務を削除でき

る。 

家賃決定や納付に関する相談数減、他部署へのデータ出力依頼等の業務を削除できる。 

根拠法令等 

公営住宅法第 16 条 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、ひたちなか市、相模原市、福井市、美濃加茂市、島田市、半田市、稲沢市、枚方市、小野市、熊本市 

 

○当市も、収入申告書を期限内に提出されないケースがあり、電話や通知による催告を何度も行うことが業務

負担となっている。また、家賃の件についても同様の問題が起きている。その為、マイナンバーを活用することで

事務の負担軽減につながるのであれば賛同したい。 

○当市においても、収入申告書の提出については、多くの時間を費やしている事務の一つである。見直しを行う

ことで、事務軽減につながるだけではなく、入居者の負担軽減や所得応じた適正な家賃算定、さらには滞納者

の減少にもつながると思われる。 

○左記支障事例と同様の事務負担が生じており、提案にある住民の利便性の向上及び行政の効率化を鑑み、

収入申告に関する要件緩和が必要。（公営住宅法施行規則第 7 条第 2 項に規定するマイナンバーの運用方法

を拡充し、前項の規定により必須としている書面での提出要件を緩和するなどの措置が必要。） 

○当市では入居世帯約 300 件に対して、1 回目の通知で約 50 件程度期限までに収入申告書の提出がなく、2

回目の督促で残り約 40 件程度提出があり、残りの約 10 件程度が訪問するなどで対応している現状があるた

め、提案市の提案に賛成する。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
16 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

所得税及び地方税の障害者控除認定事務において情報提供ネットワークシステムを活用可能とすること 

 

提案団体 

日の出町 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 10 条及び地方税法施行令（昭和 25 年政令第 245 号）第７条又

は第７条の 15 の７の規定における「障害者控除の対象者」について、保険者が有する介護保険情報を、既存の

情報提供ネットワークシステムを通じて自治体間の情報照会及び取得が可能となるよう求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

所得税法施行令、地方税法施行令に規定される市町村長等の障害者認定に関しては、要介護認定の有無に

かかわらず、精神または身体に障害のある 65 歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に

準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合に

は、障害者控除の対象となるとされ、多くの自治体において、対象者が住民票を有する住所地の市区町村が受

付から認定までの業務を行っている。  

【支障事例】 

当町は、介護保険法第 13 条第１項第１号に規定される住所地特例が適用される介護保険施設が 12 施設ある

が、そのうち当町の被保険者は１割程度であり、大半を占めている住所地特例対象者は、住民票を施設住所地

（当町）に移しながら、介護保険の保険者は前住所地の自治体が担っているという状況にある。 

先に述べたように、障害者控除対象者受付及び認定書発行業務は、多くの自治体で、住民票所在地の市区町

村が行っている。 

ついては、障害者控除認定業務に必要な介護認定情報を有している介護保険の保険者は前住所地自治体で

ありながら、当該情報に基づいて受付及び認定書を発行する業務は現住所地自治体が行うという、同一業務遂

行に関わる自治体の不一致があり、現住所地自治体が前住所地自治体に申請がなされるたびに都度情報照

会を行って受付と認定書発行業務を行わなければいけないという事務の煩雑さが生じている。 

その結果、確定申告の受付時期には、現住所地自治体である当町に住所地特例者の当該認定申請業務が殺

到する状況となり、通常業務を圧迫している。 

【支障の解決策】 

情報提供ネットワークシステムを通じて、①要介護度、②要介護認定の有効期間、③障害高齢者自立度及び④

認知症高齢者自立度に関する情報を取得可能とすることで、申請から認定書発行までの時間を大幅に短縮で

きる。 

なお、障害者控除の具体的な認定方法は、市町村間で公平を欠くこととならないとされており（平成 14 年８月１

日付け厚生労働省事務連絡）、全国的に上記情報に基づいて障害者控除の認定の適否を判断していることを

補足する。 

 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

確定申告等における障害者控除の認定申請をする場合、確定申告等を行う家族等から対象者となる被保険者

の現住所地自治体に申請され、その後申請を受けた現住所地自治体から前住所地の保険者自治体に介護認

定情報等の照会を行い、その後、前住所地の保険者自治体からの回答を受けた現住所地市区町村が、当該回

答の認定情報等に基づいて申請者に認定書を交付している。 

これらの事務手続きについては、至急で行っても 14 日程度の時間を要することから確定申告期間には、申請者

から催促の連絡を多く寄せられており、迅速な対応が可能となる仕組みづくりが急務となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

既存の番号利用法第 19 条第７号に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報照会によって、保険者

自治体からの情報取得がすみやかに行われることにより、申請から認定書発行までの時間が短縮され（所要時

間約５分）、住民サービスの向上及び行政の効率化につながる。 

 

根拠法令等 

所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）、地方税法施行令（昭和 25 年政令第 245 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、川崎市、魚沼市 

 

○介護保険住所地特例対象被保険者にかかる障害者認定申請の受付及び証明書発行業務を行うためには、

介護認定情報を有する前住所地の自治体への照会が必要であり、発行までに非常に時間がかかる煩雑な事務

となっている。また当市の住所地特例被保険者の住民登録地によって申請先の取り扱いが異なっており、住所

地へ申請する場合と前住所地へ申請が必要な場合があり、住所地へ申請する場合は、住所地自治体から前住

所地自治体へ照会を行い、その結果に基づいて認定書発行業務を行うため時間がかかり、申請者にとっても負

担が大きい。 

○情報照会及び取得が可能となることで、当該業務に係る時間短縮につながると考える。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
18 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー情報連携の仕組みを活用した、健康保険等加入時の国民健康保険における脱退届出義務の見直

し 

 

提案団体 

中核市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー情報連携の仕組みを活用し、健康保険等加入時の国民健康保険の脱退届出を不要にする。具体

的には、健保組合等にて資格取得時に、加入者情報を中間サーバーに連携されたタイミングで国保に情報を自

動配信し、国保は職権にて資格喪失処理を行う。 

上記対応が困難な場合、脱退勧奨対象者を減らすために以下の対応を求める。 

・健康保険等加入時に適用事業所において国保の脱退届出を本人に案内し、提出を促す。 

・上記案内の便宜のために、マイナポータルにおけるオンライン申請ができない市町村にも可能となるよう協力

を求める。 

 

具体的な支障事例 

健康保険等の加入資格を取得した場合、14 日以内に市町村国民健康保険の脱退の届出を求め、資格喪失処

理を行っているが、届出がない場合、二重加入期間が生じ、保険料過誤納や、調定が残り続けることによる収納

率低下の要因にもなっている。 

現在、定期的にオンライン資格確認等システムを活用した情報照会を行い、他の健康保険に加入していたこと

が判明した世帯のうち脱退手続きが未完了のものに対し、脱退勧奨通知を送付している。 

これらの作業については相当の時間と手間を要し非効率であるため事務改善が必要である。 

このような支障を改善するため、勧奨手続が不要となる措置を求めるが、当該対応が困難である場合、そもそも

資格重複の状況が生じることを可能な限り防ぐことで、その後に勧奨手続の負担が減るよう、健康保険等加入

時に適用事業所において国保の脱退届出を本人に案内し、提出を促す代替措置を求める。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

健康保険等の加入資格を取得した場合、年金制度と同様に、国民健康保険制度においても自動的に資格を喪

失するとの誤った認識を持たれる場合があり、脱退の届出が大幅に遅れる例が多々ある。届出が遅延すると、

保険料が未納の場合は督促状送付や滞納処分へと発展する場合があり、また口座振替など継続的な保険料

の支払いがあれば資格喪失時に多額の還付金や還付加算金支払いの手続きが発生するなど、事務が煩雑と

なるだけでなく住民にとっても負担が生じる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

マイナンバーの仕組みを活用して、脱退の届出が不要となれば、支障事例に記載する様々な課題が解決し、住

民の利便性が向上し、行政の事務の効率化につながる。 



 

根拠法令等 

国民健康保険法第９条第１項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北上市、いわき市、ひたちなか市、高崎市、伊勢崎市、八潮市、佐倉市、川崎市、相模原市、亀岡市、城陽市、

茨木市、羽曳野市、兵庫県、安来市、山口県、新居浜市、東温市、大野城市、大村市、鹿児島市 

 

○ご本人の資格喪失届出の認識がなく、手続が大幅に遅れ、保険税還付の処理が発生した。また、同時に医療

機関を本来資格のない保険証で受診してしまい、不当利得として請求しなければならない事例が多々発生す

る。加入と同時に喪失が完了することのメリットが非常に大きいと感じる。 

○当市でも同様の支障事例が生じており、行政の事務の効率化及び被保険者の手続き簡素化につながること

から、見直しを図っていただきたい。 

○当市においても類似の事務を行っているため、効率化につながると考える。 

○厚生年金に加入した際、国民年金に係る市区町村への届出は不要となっており、国民健康保険においても届

出を省略する対応が可能であると考える。現在、資格重複リストを用いた職権喪失処理が可能とされているが、

国保脱退の届出の勧奨事務が負担となっているほか、職権処理を行えるのは勧奨通知の１か月後であるため、

スムーズな資格喪失処理の妨げとなっている。令和２年の地方からの提案への回答で「対象者が自覚すること

無く、無保険状態を誘発しうることから…勧奨は必要」とされているが、職権処理をした時点で対象者に通知す

れば済むことであって、職権処理を前提とし勧奨通知を不要とすることで加入者の届出に係る負担軽減にもつ

ながるため、改善を求める。 

○当市においても、現在、定期的にオンライン資格確認等システムを活用した情報照会を行い、他の健康保険

に加入していたことが判明した世帯のうち脱退手続きが未完了のものに対し、脱退勧奨通知を送付している。本

提案にあるとおり、脱退勧奨通知を経ることなく、職権で資格喪失処理を行うことが可能となれば、保険料の二

重課税や保険給付の不正不当対応などの問題は軽減することが見込まれ、事務の効率化に寄与するため。 

○当市においても同様に、毎月 20 人程度の勧奨事務を行っており、多大な時間と費用を要している。年金制度

が喪失手続不要であることから制度を誤認し、窓口でトラブルになるケースが発生している。 

○マイナンバーの仕組みを活用し脱退の届出義務を不要にすることは、住民の利便性が向上し、行政の事務の

効率化に寄与すると考える。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
38 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

戸籍証明書、納税証明書及び所得課税証明書についてマイナポータルを活用した電子的な交付を可能とするこ

と 

 

提案団体 

大府市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

・マイナポータル上の「わたしの情報」において、課税所得額を確認できることから、所得課税証明書について

は、住民からの請求に基づき、マイナポータル上で当該情報を証明書形式（ＰＤＦ）に変換し、自動で電子署名が

付与される機能を追加することで、ＰＤＦ等による電子的な交付を可能とすること。 

・戸籍証明書、納税証明書についても、マイナポータル上で電子的な交付を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】  

当市では納税証明書及び所得課税証明書について、マイナポータルのぴったりサービスを利用した電子申請を

受けているところだが、当該証明書の発行は法令上の規制はないものの、実質的に紙で行うものとされており、

電子申請の活用が進まず、依然として窓口や郵送での請求・交付が多い現状である。 

戸籍証明書についても、当該証明書の発行は法令上の規制はないものの、交付のための具体的な方法等につ

いて示されておらず、自治体において電子交付が進んでいない現状である。そのため、当市においてもマイナポ

ータルを含め、電子申請・電子交付を行っていない。 

【支障事例】 

当市における令和６年度の納税証明書及び所得課税証明書の発行見込件数は、約１万２千件であり、電子申

請での受付は現在のところ 68 件となっている（令和６年 10 月から電子申請の受付を開始）。窓口や郵送での請

求が多数を占めるが、窓口請求の場合は、１件あたりの対応時間が５～７分、郵送の場合の対応時間は１件あ

たり 15 分程度を要しており、事務負担が大きい。 

【支障の解決策】  

マイナポータル上で戸籍証明書、納税証明書及び課税所得に関する情報を証明書（ＰＤＦ形式）に変換した上

で、電子的に交付することを可能とする。交付に当たっては、住民からの請求に対して自動で電子署名が付され

る機能を追加する方法のほか、国税の電子納税証明書で利用されている QR コードを付す方法などによって、

証明書の真正性を確保することが必要。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申請者から「電子申請ができることは知っているが、郵送で証明書が届くまでに時間がかかるため、わざわざ会

社を休んで窓口に来た」という声がよく聞かれる。また、「ＰＤＦ形式等の電子データでもらえれば、民間事業者等

の窓口に行かずに行える手続も増えるはず」といった声も多い。 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

各種証明書の電子交付が可能となれば、電子申請や手数料の電子決済を可能とすることで、証明書の申請か

ら受領までに要する時間が短縮され、住民の利便性が大きく向上する。 

マイナンバーカードの利用機会がより創出され、マイナンバーカードの普及につながる。  

行政手続きの電子化が進む。  

市区町村側の交付作業や発送作業を大きく減らすことができる。  

市区町村の証明書交付に関わる窓口件数が減少し、事務の効率化が図られる。 

 

根拠法令等 

地方税法第 20 条の 10 

戸籍法 

戸籍法施行規則 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、当別町、青森市、花巻市、いわき市、銚子市、横浜市、燕市、島田市、名古屋市、刈谷市、豊田市、城

陽市、堺市、豊中市、寝屋川市、西宮市、安来市、広島市、熊本市 

 

○申請者から「わざわざ会社を休んで窓口に来た」という声がよく聞かれる。また、電子申請や郵便申請により

申請した場合、郵送代や、郵便が到着するまでの日数が必要となる。速達を希望した場合においても、取得まで

通常並みの日数がかかったという声もあった。 

○当市における令和６年度の納税証明書及び所得課税証明書の発行件数は約１万５千件であり、その大半が

窓口申請となっているが、対応に時間と手間がかかり事務負担も大きい。令和７年度から税務証明書に係る電

子申請を開始する予定だが、証明書を発行して郵送するという事務負担が残り続けるほか、市民側も申請後に

紙の証明書が届くまで時間がかかることから、現状のやり方のままでは電子申請が大きく普及するとは考えて

おらず、電子的なデータのやりとりのみで証明書の交付を完結させる方法を確立することが望ましいと考える。 

○当市においても郵送で証明を取得するにあたり市民から時間がかかる等の指摘をされることがある。 

○戸籍情報がマイナポータルにより電子的に交付されることにより、住民の利便性向上が図られる。 

○マイナポータル上で所得証明の発行が可能となれば、窓口応対件数が減少するため、業務負担軽減の効果

はある。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
50 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

政府共通決済基盤における決済一覧画面上で各手続の名称を確認可能とする等の機能改善 

 

提案団体 

福島市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁 

 

求める措置の具体的内容 

政府共通決済基盤における決済一覧画面上で各手続きの名称を確認可能とすること。 

また、同画面においてフィルター機能を設けるなど、アカウント（所属）ごとの決済情報の表示を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

当市ではぴったりサービスを中心にオンライン申請及び申請時のキャッシュレス決済の導入に取り組んでおり、

令和５年度実績として 124 手続きをオンライン化した。 

今後更にキャッシュレス決済の活用を進めるにあたり、以下の点が支障となっていることから改善をお願いした

い。 

政府共通決裁基盤は、自治体内のすべてのアカウント（所属）の決済情報が一覧画面に表示される仕様となっ

ている。自身の所属の決済情報を確認するとき、決済一覧画面では手続き名称が表示されないため内容の区

別ができず、手続き名でフィルターもかけられないため、他所属の決済情報と混同してしまう。これにより、月ごと

の収入計算の作業効率が非常に悪く、他の事務作業に費やすべき時間を圧迫している状況となっている。ま

た、お客様からの決済取消依頼への対応が遅れる場合がある。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

利便性の向上により、政府共通決済基盤を活用する自治体の増加、キャッシュレス決済を行う手続きの増加が

見込める。また、職員による錯誤の減少にも期待ができる。 

 

根拠法令等 

― 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

川崎市、福井市、稲沢市、熊本市 

 



○現在はぴったりサービスによるオンライン申請時にキャッシュレス決済を導入している所属が一つしかないた

め、今のところ支障は発生していないが、令和７年度中に複数の所属でキャッシュレス決済を導入予定であり、

手続別に決済情報が確認できないと各所属への決済手数料の振分けに時間がかかり業務に支障が出る可能

性がある。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
51 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

ぴったりサービスにおいて様式の編集権限を設定可能とすること 

 

提案団体 

福島市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁 

 

求める措置の具体的内容 

ぴったりサービスにおいて、アカウント（所属）ごとに様式の編集権限を設定可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

当市ではぴったりサービスを中心にオンライン申請及び申請時のキャッシュレス決済の導入に取り組んでおり、

令和５年度実績として 124 手続きをオンライン化した。 

今後更にぴったりサービスの活用を進めるにあたり、以下の点が支障となっていることから改善をお願いした

い。 

ぴったりサービスにおいて様式を作成する際、【フォーム編集画面】で初期表示される様式はログインしたアカウ

ントではなく【手続き名称】に紐づいており、直近で他所属（他アカウント）が作成した様式が表示されることがあ

る。そのまま当該様式を編集し上書きしてしまうと市民への公開画面にも反映されるため、手続内容と様式の不

一致により市民の混乱を生じさせる恐れがある。 

当市では、知らないうちに他所属の様式を変更してしまっていたという事象が過去に 10 件ほど発生しており、当

該事象が発生した場合、複数の所属で誤編集の事実を確認し修正を行わなければならず、修正が完了するま

でに１日以上を要することもあった。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

使いやすさ向上に伴うぴったりサービス利用自治体の増加とオンライン手続きの拡充。 

 

根拠法令等 

― 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

川崎市、富士市、名古屋市 

 



― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
59 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

全国の登記所備付地図の座標データを地図表示形式で公開すること 

 

提案団体 

新潟県、福島県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

令和５年１月 23 日より G 空間情報センターを通じて無償で一般公開された全国の登記所備付地図の座標デー

タを、地図表示の形式で公開するよう求める。 

 

具体的な支障事例 

不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、免税点の規定により、土地を取得した者が当該土地を取得し

た日から１年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、それぞれその前後の取得に係る土地の取

得をもって一の土地の取得とみなすことから、隣接地の取得であるか否かを判断する上で公図による隣地関係

の確認は必須業務となっているが、当該業務による事務負担は非常に大きい。（当県が令和６年度に公図を公

用取得した枚数：約 4,740 枚） 

令和５年１月 23 日より、全国の登記所備付地図の座標データがＧ空間情報センターを通じて無償で一般公開さ

れたが、当該座標データと CAD 図面又は地図情報（eMAFF 農地ナビやセキュア GIS デモサイト等）との重ね合

わせには専門性の高い事務処理能力が求められることから、当県では当該座標データを活用することはでき

ず、依然として公図を公用で請求せざるを得えない。それにより公図の公用請求に係る法務局の窓口負担も増

加させている。 

なお民間企業においては、当該データを基に地図ＤＢ化し、日本全国の公図を web 上で検索、表示できる各種

サービスの提供が行われているが、有償のためコストが生じる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

登記所備付地図の座標データの提供では、一般利用者が活用する術がないため、利便性の向上は見込めず、

公図を有償で請求せざるを得ない状況である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

都道府県の事務負担の軽減及び法務局の窓口負担の軽減 

 

根拠法令等 

不動産取得税の免税点（地方税法第 73 条の 15 の２） 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

茨城県、千葉県、兵庫県 

 

○今後、地方自治体における登記情報連携を大幅に拡大する予定があり、デジタル化の推進が図られるなか

で、公図請求事務が取り残されることは行政機関職員にとって真の利便性の向上に繋がらない。実務において

は、法務局窓口の混雑により円滑な事務が妨げられている実態があることや、公図請求の件数に関わらず、請

求書は一律に作成する必要があるなど、事務処理上の負担も大きい。 

○G 空間情報センターから取得できる登記所備付地図（地図に準ずる図面を含む。）のデータ（XML 形式）は、

一般的には地図情報（GIS）ソフトウェアにはそのまま取り込めず、専用の形式（Shape 形式等）に変換する必要

があり、活用が困難である。Web 上の地図情報で登記所備付地図を閲覧できれば、地籍調査地区の現況把握

がより円滑になるといった利点があると考えられる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
61 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳及び療育手帳の交付手続における市町村経由事務の廃止 

 

提案団体 

市原市、大網白里市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

精神障害者保健福祉手帳の交付申請及び更新手続のオンライン化については、令和６年管理番号 22 の対応

方針で検討することとされているが、申請内容の変更届、再交付申請及び返還に係る手続も含め、電子申請の

場合には市町村経由事務を廃止すること。 

身体障害者手帳及び療育手帳の交付手続についても、オンライン化しつつ、電子申請の場合には市町村経由

事務を廃止すること（「療育手帳制度要綱」（「療育手帳制度について」（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156

号厚生事務次官通知）別紙）においてその旨を明確化することを含む。）。 

 

具体的な支障事例 

手帳交付申請時、交付時等に県においても市においても申請者の個人情報、手帳情報をシステム等に入力し

ており、非効率である。 

審査に関する疑義について、申請者に直接確認するのではなく進達した市へ、確認するように指示がある。ま

た、記載不備があった診断書が市へ返戻されるので、市から医療機関へ説明とともに郵送している。このよう

に、県と申請者等の間に、市が入ることで、やり取りに時間を要し、非効率である。 

精神障害者手帳は郵便小包で届き、県作成の名簿と手帳を突合させた後、システムへの情報入力、蛇腹折にし

て交付する。現在は県が申請者に手帳を市まで取りに行くよう通知しているが、令和８年度からは県は行わない

とのことで、市が通知を出すことになり更に事務負担が増える。 

手帳申請に対する不承認通知も市に届くため、市から申請者に送付している。 

精神保健福祉手帳の有効期間は２年間のため、２年ごとに更新がある。手帳所持者は増加の一途であり、既存

手法のままでは事務執行体制の確保が難しくなる。 

療育手帳の成人(18 歳以上）の申請においては、市で面談を実施し、県でも判定（面談）を実施しており、非効率

である。 

【精神保健福祉手帳】 

・手帳所持者（各年度３.31 現在） R1 2,080 人 ⇒ R5 2,735 人 

・手帳交付状況 R1 年度 1,134 件 ⇒ R5 年度 1,531 件 

・診断書返戻件数 R1 年度 31 件 ⇒ R5 年度    90 件 

（令和６年度の状況） 

・県への進達回数 16 回 

・１回あたりの進達件数 平均 430 件 

・診断書の返戻数 令和７年３月 21 日現在 195 件 

※精神障害者福祉手帳交付事務と自立支援医療受給者証交付事務については、併せて進達事務を実施して

いる。 



【身体障害者手帳】 

・手帳所持者数 R5 8,220 人 R6 8,266 人 

・手帳交付状況 R5 1,146 件 R6 1,059 件 

・診断書返戻件数 R5 132 件 R6 144 件 

・進達回数 R5 287 回  R6 269 回 

【療育手帳】 

・手帳所持者数 R5 2,546 人 R6 2,659 人 

・手帳交付状況 R5 461 件 R6 558 件 

・市での面接回数 R5 97 件 R6 92 件 

・進達回数 R5 66 回 R6 48 回 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

直接担当している県担当部署とやり取りしたいとの訴えがある。 

申請から交付まで３か月かかることに不満の声も上がっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

手続のオンライン化により、申請者の利便性が向上するほか、都道府県の受付に係る事務負担軽減につなが

る。 

市町村経由が廃止されれば、申請から決定までの時間の短縮が見込まれる。また、市町村は、経由に伴う事務

負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第１項、同法施行令第５条、第６条の２、第７条、第８条、

第９条、第 10 条及び第 10 条の２ 

身体障害者福祉法施行令第４条、第８条 

「療育手帳制度要綱」（「療育手帳制度について」（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通

知）別紙）第５ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、岩手県、宮古市、花巻市、北上市、ひたちなか市、上尾市、柏市、流山市、厚木市、燕市、福井市、長

野県、島田市、尾張旭市、寝屋川市、南あわじ市、生駒市、久留米市、長崎市、鹿児島市、特別区長会 

 

○当市においても、精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続等における事務負担の増加に伴い、将来的には

事務執行体制の確保が困難になることが懸念される。また、当県では、精神障害者保健福祉手帳の交付事務

作業について外部委託を始めており、令和８年度から職員が大幅に削減され、これまで以上に市町への負担が

増加する可能性がある。 

○当市でも同様の事例が発生しており、事務負担が大きい（当市の自立支援医療（精神通院）と精神障害者保

健福祉手帳を合わせた申請数は月 1,600 件程度となっている）。 

療育手帳の所有者数については、令和６年３月末時点で 4,884 名である。 

○当市においても、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付手続において、県と申請者の間に市が入ること

により、やり取りに時間を要し非効率が生じている。特に紛失などの場合、申請者の手元に手帳が早く届くこと

が望ましいが、市町村を経由するため時間がかかる。 

○県と市で、申請時や交付時に同様の入力を行い非効率的であること、不備の診断書のやり取りで市を経由す

るので非効率的であることなど、市民サービスが低下している。さらに事務量増のため市職員の負担が増大し、

事務執行体制確保が困難である。 

○精神障害者保健福祉手帳の申請数は年々増加しており、手続が複雑で事務負担は大きいことから、事務の

効率化が求められている。 

所持者数 R３：932 人→R４：1,029 人→R５：1,095 人 

○手帳交付申請時、交付時等に県においても市においても申請者の個人情報、手帳情報をシステム等に入力



しており、非効率である。審査に関する疑義について、申請者に直接確認するのではなく進達した市へ、確認す

るように指示がある。また、記載不備があった診断書が市へ返戻されるので、市から医療機関へ説明とともに郵

送している。このように、県と申請者等の間に、市が入ることで、やり取りに時間を要し、非効率である。精神障

害者手帳は郵便小包で届き、県作成の名簿と手帳を突合させた後、システムへの情報入力、蛇腹折にして交付

する。精神保健福祉手帳の有効期間は２年間のため、２年ごとに更新がある。手帳所持者は増加の一途であ

り、既存手法のままでは事務執行体制の確保が難しくなる。 

【精神保健福祉手帳】 

・手帳所持者（各年度３.31 現在） R1 587 人 ⇒ R6 869 人 

・手帳交付状況 令和元年度 293 件 ⇒ 令和６年度 435 件 

（令和６年度の状況） 

・県への進達回数 26 回 

・１回あたりの進達件数 平均 30 件 

※精神障害者福祉手帳交付事務と自立支援医療受給者証交付事務については、併せて進達事務を実施して

いる。 

【身体障害者手帳】 

・手帳所持者数 R5 2,902 人 R6 3,077 人 

・手帳交付状況 R5 296 件 R6 315 件 

・令和６年度診断書返戻件数 15 件 

・令和６年度の進達回数 51 回 

【療育手帳】 

・手帳所持者数 R3 998 人 R6 1,050 件 

・進達回数 R6 18 回 

○市民から提出された申請書等のエラーチェックを行い、県へ進達しているため業務負担が生じている。オンラ

イン化することで、業務負担が軽減され、また、市民も来庁する手間が省ける。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
62 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請手続に係る市町村経由事務の廃止 

 

提案団体 

市原市、大網白里市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

自立支援医療費（精神通院）の支給認定に係る申請手続については、令和６年管理番号 22 の対応方針で検討

することとされているが、当該手続に加え、精神通院医療に係る以下の手続等のオンライン化を可能とするとと

もに、各手続における市町村を経由する旨の規定を廃止し、申請者が直接都道府県へ申請等を行うこと及び都

道府県から直接申請者へ受給者証を交付することを可能とする。 

・支給認定の変更の申請 

・申請内容の変更届出 

・医療受給者証の再交付の申請 

・医療受給者証の交付 

・医療受給者証の再交付 

・医療受給者証の返還 

 

具体的な支障事例 

審査に関する疑義について、申請者に直接確認するのではなく進達した市へ、確認するように指示がある。ま

た、記載不備があった診断書が市へ返戻されるので、市から医療機関へ説明とともに郵送している。このよう

に、県と申請者等の間に、市が入ることで、やり取りに時間を要し、非効率である。 

受給者証は郵便小包で届き、県作成の名簿と受給者証を突合させた後、システムへ情報入力して交付する。現

在は県から申請者に受給者証を交付するよう指示を受けており、その全てを市が郵送している。 

自立支援医療受給者証に対する不承認通知も市に届くため、市から申請者に送付している。 

県内他市からの転入であっても、診断書を取り寄せる必要がある。 

自立支援医療受給者証の有効期間は１年間のため、毎年更新がある。自立支援医療受給者は増加の一途で

あり、既存手法のままでは事務執行体制の確保が難しくなる。 

・精神通院受給者数（各年度３.31 現在） R1 4,059 人 ⇒ R5 4,459 人 

・診断書返戻件数 R1 年度 31 件 ⇒ R5 年度    90 件 

【令和６年度の状況】 

・県への進達回数 16 回 

・１回あたりの進達件数 平均 430 件 

・診断書の返戻数 令和７年３月 21 日現在 195 件  

※精神障害者福祉手帳交付事務と自立支援医療受給者証交付事務については、併せて進達事務を実施して

いる。 

 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

直接担当している県担当部署とやり取りしたいとの訴えがある。 

申請から交付まで３か月かかることに不満の声も上がっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

手続のオンライン化により、申請者の利便性が向上するほか、都道府県の受付に係る事務負担軽減につなが

る。 

市町村経由が廃止されれば、申請から決定までの時間の短縮が見込まれる。また、市町村は、経由に伴う事務

負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 53 条第２項、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令第 28 条、第 32 条第２項及び第 33 条第２項並びに障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 35 条第３項、第 42 条、第 45 条第３項、第 48

条第４項及び同条第５項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、岩手県、宮古市、花巻市、北上市、ひたちなか市、上尾市、柏市、流山市、厚木市、燕市、福井市、島

田市、尾張旭市、亀岡市、寝屋川市、南あわじ市、生駒市、久留米市、長崎市、鹿児島市、特別区長会 

 

○当市においても、自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請手続等における事務負担の増加に伴い、

将来的には事務執行体制の確保が困難になることが懸念される。また、当県では、自立支援医療費（精神通院

医療）支給認定における事務作業について外部委託を始めており、令和８年度から職員が大幅に削減され、こ

れまで以上に市町への負担が増加する可能性がある。 

○当市でも同様の事例が発生しており、事務負担が大きい（当市の自立支援医療（精神通院）と精神障害者保

健福祉手帳を合わせた申請数は月 1,600 件程度となっている）。 

○申請者にとって身近な市役所で手続ができることはメリットであるが、受給者証の交付は市町村を経由するこ

とで時間がかかるため、デメリットになっており、手続のオンライン化が達成されれば、申請者はそもそも窓口に

来る必要がなくなる。また、本手続に係る市町村経由事務は市町村に多大な負担を強いており、オンライン化の

可否を問わず廃止されることが望ましい。 

○県と市で、申請時や交付時に同様の入力を行い非効率的であること、不備の診断書のやり取りで市を経由す

るので非効率的であることなど、市民サービスが低下している。さらに事務量増のため市職員の負担が増大し、

事務執行体制確保が困難である。 

○自立支援医療（精神通院）の申請数は年々増加しており、手続が複雑で事務負担は大きいことから、事務の

効率化が求められている。 

所持者数 R3：1,755 人→R4：1,832 人→R5：1,893 人 

○審査に関する疑義について、申請者に直接確認するのではなく進達した市へ、確認するように指示がある。ま

た、記載不備があった診断書が市へ返戻されるので、市から医療機関へ説明とともに郵送している。このよう

に、県と申請者等の間に、市が入ることで、やり取りに時間を要し、非効率である。受給者証は郵便小包で届

き、県作成の名簿と受給者証を突合させた後、システムへ情報入力して交付する。現在は県から申請者に受給

者証を交付するよう指示を受けており、その全てを市が郵送している。自立支援医療受給者証に対する不承認

通知も市に届くため、市から申請者に送付している。県内他市からの転入であっても、診断書を取り寄せる必要

がある。自立支援医療受給者証の有効期間は１年間のため、毎年更新がある。自立支援医療受給者は増加の

一途であり、既存手法のままでは事務執行体制の確保が難しくなる。 

・精神通院受給者数（各年度３.31 現在） R2  1,134 人 ⇒ R6  1,198 人 

【令和６年度の状況】 

・県への進達回数 26 回 

・１回あたりの進達件数 平均 80 件 

※精神障害者福祉手帳交付事務と自立支援医療受給者証交付事務については、併せて進達事務を実施して

いる。 

○市民から提出された申請書等のエラーチェックを行い、県へ進達しているため業務負担が生じている。オンラ



イン化することで、業務負担が軽減され、また、市民も来庁する手間が省ける。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
63 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

特別児童扶養手当の受給資格及び各種請求・届出等に係る事務のオンライン化及び市町村経由事務の廃止 

 

提案団体 

市原市、館山市、大網白里市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第１条から第 15 条までに基づく各種請求・届出並びに同令

第 16 条から第 26 条までに基づく通知書及び特別児童扶養手当受給証明書の交付について、以下の措置を求

める。  

住民票情報及び所得状況等を API 連携により自動入力を可能とするぴったりサービスの標準様式をプリセット

し、添付書類の提出も可能なオンライン申請システムを構築。 

市町村を経由する旨の規定を廃止し、受給資格者が都道府県へ直接申請すること、及び通知書等について都

道府県から申請者への直接交付とすること。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

特別児童扶養手当の認定請求書を県に提出した後、記載内容の詳しい状況についての確認が県から市にあ

り、市は申請者にそれを確認し、県に伝える。伝えた内容により、さらに確認を求められ、同じ流れを繰り返す。

また、通知書については、県は市へ送付し、市から申請者に送付する。通知の内容について、却下の理由や、

認定機関の確認などが申請者から市にあり、市は県に確認した後、申請者に連絡する。県に認定請求書を提出

後、このように、やり取りに時間を要しているとともに、事務効率の悪化を招き、何より申請者にも負担を掛けて

いる状況である。さらに所得状況届については、県は市へ、対象者分の用紙を送付するが、市は氏名や住所

等、既に印字された所得状況届を用意して対象者へ送付するため、県の作業や用紙に無駄が生じている。その

他、手続を通して、紙での提出書類が多い。 

【特別児童扶養手当の手続きに要する申請書】 

①認定請求書（戸籍謄本、診断書、口座申出書等）（必要に応じて、別居監護申立書、生計維持申立書、遺棄調

書、遺棄申立書等） 

②変更届（氏名変更、住所変更、口座変更等） 

③所得状況届、現況届 

④有期更新届 

⑤喪失届 

【特別児童扶養手当の受給者数】 

受給者数 455 人（令和７年３月 21 日時点） 

【支障の解決策】 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第 15 条、第 16 条、第 25 条に記載の「市町村長を経由」す

る旨の改定、現在市町村が確認している住民票情報や所得状況を API 連携により自動入力を可能とするぴっ

たりサービスの標準様式をプリセットし、添付書類の提出も可能なオンライン申請システムを構築することで解決

可能であると考える。 



 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

特別児童扶養手当の認定請求等の手続のため、市の窓口に足を運ぶことや郵送することについて、対象者か

ら不便であるという意見が寄せられている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

自動入力等を取り入れたオンライン手続化により、申請者の利便性向上、受付や確認にかかる時間短縮、都道

府県の事務負担軽減につながる。また、市町村経由の廃止により、申請から決定までの時間の短縮、市町村の

経由に伴う事務負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 38 条、同法施行令第 13 条、同法施行規則第 15 条、第 16 条、第

25 条、第 29 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、多賀城市、ひたちなか市、上尾市、柏市、流山市、燕市、福井市、島田市、半田市、津島市、豊田市、

尾張旭市、亀岡市、高槻市、寝屋川市、羽曳野市、西宮市、養父市、宍粟市、高松市、春日市、特別区長会 

 

○新規申請の却下時に申請者より理由を問われた際、実際の判定時に立ち会っておらず、府に状況を確認す

る。その後、受給者へ伝える作業が必要な為、時間を要する。 

○当市においても、申請者、市、県の間でのやり取りに時間を要することが多く、非効率である。オンライン化が

達成された場合は、申請者の利便性向上、手続の時間短縮、県、市の事務負担の軽減につながると考えられ

る。 

○当県の特別児童扶養手当申請では、専用の申請書（３枚複写）を使用しており、システム出力対応ができない

状況にあり、申請者の記入箇所も多く手続に時間がかかっている状況である。また、市町で受付業務を行い、県

の福祉相談センターを経由し、県庁で認定処理等がされるため、市に認定通知書等が届くのが３～４か月かか

っている現状があり、申請者・受給者からの不満の声も上がっている。そのため、本提案は申請者の手続時の

利便性向上、市町事務の効率化・軽減につながる提案である。 

○県が発行した各種通知等を市から受給者に発送しているため、市民から問い合わせがあった場合に、即答で

きず市民に負担を生じさせている。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
64 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 09_土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

建築基準法第 15 条第１項に基づく建物の建築等の届出のオンライン化及び建築主事等の経由事務又は市町

村の経由事務の廃止 

 

提案団体 

市原市、船橋市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

建築基準法第 15 条第１項に基づく建物の建築又は同条第２項に基づく除却の届出について、e-Gov 等を利用

したオンラインによる届出を可能とするとともに、建築主事等の経由又は市町村の経由に係る規定を廃止し、届

出者が直接都道府県へ届け出ることを可能とする。 

 

具体的な支障事例 

建築工事届及び除却届については、市町村を経由することとされているが、届出者から紙ベースで受け付けた

ものについて、市が調査票へ入力する等、申請内容の確認及び取りまとめに時間を要している。 

・年間処理件数（令和５年実績、共同提案団体含む） 除却届 186 件（主提案団体）・105 件（共同提案団体）、建

築工事届 959 件（主提案団体）・2,505 件（共同提案団体） 

・入力処理時間  除却届５分/件、建築工事届５分/件 

・入力項目    （着工及び工事完了の予定期日、建築主、敷地の位置、工事種別、主要用途、一の建築物ご

との内容、新築工事の場合における敷地面積、住宅部分の概要等） 

なお、当市においては、建築工事届のうち都市計画区域外のもの（19 件/959 件）について、要望があれば市が

記載事項証明書を発行しているが、令和５年度の記載事項証明書発行件数は６件だった上、法改正により令和

７年４月から都市計画区域外の工事届の件数は 19 件より減る見込みである。その為、建築工事届に基づく記

載事項証明書の発行について、現在建築主事を設置する特定行政庁で担当しているところ、仮に経由廃止によ

って都道府県が直接記載事項証明書の発行を担うことになったとしても、法改正による発行件数減少が見込ま

れるため、大きな事務負担にはならないと思われる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

手続のオンライン化により、申請者の利便性が向上するほか、都道府県の受付に係る事務負担軽減につなが

る。 

市町村経由が廃止されれば、市町村は、経由に伴う事務負担が軽減される。 

 

 

 



根拠法令等 

建築基準法第 15 条第１項及び第２項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、花巻市、いわき市、高崎市、上尾市、佐倉市、八千代市、横浜市、川崎市、相模原市、燕市、福井市、

島田市、枚方市、和歌山県、久留米市、熊本市、特別区長会 

 

○当市においても、提案団体と同様に書面提出を受けた届出のデータ入力に時間を要している（令和６年度 

工事届 1,152 件、除却届 114 件）。 

届出者によるオンライン入力の場合、入力項目、内容は容易に正常値であるか否かを判断できるものであり、オ

ンラインによる届出であっても、統計への影響はきわめて軽微であると思われる。 

また、届出受理の証明を求められるため、必要に応じて控えに受付印を捺印しているが、システム入力完了に

よる自動メール受信などで対応可能と思われる。 

○職員不足の中、着工統計業務の負担が大きい。また、業務量に対する事務委託費用が低い。 

○経由事務がなくなることで事務負担の軽減となる。 

○提案市と同様、届出者から紙ベースで受け付けたものについて、市が調査票へ入力する等、申請内容の確

認及び取りまとめに時間を要している。 

・令和５年処理件数 除却届 41 件、工事届 532 件 

・令和６年度処理件数 除却届 28 件、工事届 523 件、 

・入力処理時間 除却届約５分/件、建築工事届約５分/件 

○提案団体と同様に、建築工事届及び除却届については、調査票へ入力作業に時間を要し、事務の負担が生

じている。毎月、紙申請、電子申請分の届出書を区ごとに分け、さらに木造・非木造に分けて受付順にならべ、

受理番号を付番し、調査表に入力をしているため、作業時間としては２名の職員で５日間を要している。（作業時

間：7.75×５日×２名＝77.5 時間） 

そのため、県からの委託費以上の人件費が生じている状況である。 

年間処理件数（令和５年実績） 

 除却届 744 件、建築工事届 2,867 件 

○限定特定行政庁である当市においても、建築工事届及び除却届の内容の確認及び取りまとめに時間を要し

ている。 

届出者が直接届け出ることを可能となるならば、事務効率が期待できると考える。 

○提案団体と同様に事務負担が生じているため、市町村経由が廃止されれば経由に伴う事務負担が軽減され

る。 

○人員不足であり、業務の効率化、事務負担軽減が必要である。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
69 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 06_環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

有害使用済機器の保管等廃棄物処理法に係る届出等のオンライン化に向けた e-Gov の整備・改修 

 

提案団体 

千葉県、青森県、千葉市、柏市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

令和６年提案管理番号 28 及び 49 を受けて、各種環境法令に基づく申請・届出等について現在 e-Gov への搭

載の検討を進めていることを踏まえ、有害使用済機器の保管等に係る届出等についても同様に e-Gov を活用

し、入力フォームでの提出を可能とすることを求める。 

なお、原本提出を求められるような提出書類はなく、一連の手続を電子化する上での支障はない。  

〇廃棄物処理法における有害使用済機器の保管等 に係る届出、変更の届出、廃止の届出 

（年間届出件数) 

提案団体：３件 

共同提案団体 A：１件 

 

具体的な支障事例 

【環境法令の申請・届出制度について】 

現在、各種環境法令の申請・届出については、多くの自治体が紙による受付である。そのため、提出時に事前

に予約が必要であったり、修正等の際にも再度窓口に足を運ぶ必要がある。 

一部の自治体では、電子申請が可能となっているが、自治体ごとにシステムを構築しているため、それぞれ ID

パスワードが必要だったり、書式や図面ファイルのアップロード方法など申請方法が異なっており、煩雑さがあ

る。 

【行政の事務について】 

自治体ごとに電子申請窓口を構築するには、システム開発や財政負担が伴うため、また統一的なものが無いた

め、事業者の利便性が格段に向上するとは言い難い。 

申請・届出内容の取扱いを容易にするためには、内容を電子データ化するなど一定の作業負担がある。 

各法令の施行状況調査の集計報告作業の事務量の負担がある。 

【支障の解決策】 

これら手続きについて、e-Gov の整備・改修等により、手続きの簡素化、事務の効率化、DX の推進が可能とな

る。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

全国統一のシステムが構築されることにより、届出等様式の統一、窓口に出向く必要がなくなる、手続可能な時



間帯が拡大されるなど、届出をする事業者にとっての利便性の向上が期待できる。 

さらに、統一化・共通化されたシステムの構築により自治体の受付業務が軽減される。 

 

根拠法令等 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、豊橋市、寝屋川市、熊本市 

 

― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
70 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 06_環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

自動車リサイクル法等に基づく申請・届出等のオンライン化に向けた e-Gov の整備・改修 

 

提案団体 

千葉県、青森県、千葉市、柏市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、経済産業省、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

令和６年提案管理番号 28 及び 49 を受けて、各種環境法令に基づく申請・届出等について現在、e-Gov への搭

載の検討を進めていることを踏まえ、自動車リサイクル法及びフロン排出抑制法に係る申請・届出等においても

同様に e-Gov を活用し、入力フォームでの提出を可能とすることを求める。 

また、当該システムにオンライン決済機能（政府共通決済基盤）を搭載し、一連の手続きを e-Gov 上で完結させ

ること。 

なお、原本提出を求められるような提出書類はなく、一連の手続を電子化する上での支障はない。 

〇自動車リサイクル法における引取業者・フロン類回収業者に係る登録申請、登録更新申請、変更届、廃業等

の届出、登録証明願 

○フロン排出抑制法における第一種フロン類充填回収業者に係る登録申請、登録更新申請、変更届、廃業等

の届出  

（年間登録・届出件数） 

提案団体：約 1250 件 

共同提案団体 A：61 件 

 

具体的な支障事例 

【環境法令の申請・届出制度について】 

現在、各種環境法令の申請・届出については、多くの自治体が紙による受付である。そのため、提出時に事前

に予約が必要であったり、修正等の際にも再度窓口に足を運ぶ必要がある。 

一部の自治体では、電子申請やキャッシュレス納付が可能となっているが、自治体ごとにシステムを構築してい

るため、それぞれ ID パスワードが必要だったり、書式や図面ファイルのアップロード方法など申請方法が異なっ

ており、煩雑さがある。 

【行政の事務について】 

自治体ごとに電子申請窓口を構築するには、システム開発や財政負担が伴うため、また統一的なものが無いた

め、事業者の利便性が格段に向上するとは言い難い。 

申請・届出内容の取扱いを容易にするためには、内容を電子データ化するなど一定の作業負担がある。 

【支障の解決策】 

これら手続きについて、e-Gov の整備・改修等により、手続きの簡素化、事務の効率化、キャッシュレス化、DX

の推進が可能となり、e-Gov 上でのオンライン完結が実現する。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 



 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

全国統一のシステムが構築されることにより、届出等様式の統一、窓口に出向く必要がなくなる、手続可能な時

間帯が拡大されるなど、届出をする事業者にとっての利便性の向上が期待できる。 

さらに、統一化・共通化されたシステムの構築により自治体の受付業務が軽減される。 

 

根拠法令等 

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律） 

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市、寝屋川市、熊本市 

 

― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
74 

重点募集
テーマ 

× 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づく対応の徹底 

 

提案団体 

大阪府 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

制度改正等に伴う基幹業務システムの改修は、これまでシステムを所有する地方公共団体が実施してきたが、

システムの標準化基準に適合したシステムへの移行（以下「システム標準化」という。）に伴い、地方公共団体は

システムを所有しなくなるため、システム移行後は地方公共団体が改修対応を行う必要がないことを明確にする

よう求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

システム標準化については、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」（以下「基本方針」という。）におい

て、制度改正等のために標準準拠システムを改修する必要がある場合には、国が標準化基準を策定又は変更

することで、地方公共団体が個別に対応する負担を軽減するとともに、迅速に改修を行えるようにすることや、ガ

バメントクラウドを活用することで、地方自治体が利用するアプリケーションを自ら整備・管理する負担を軽減す

ることが目標に挙げられている。 

【支障事例】【制度改正の必要性】 

厚生労働省から、同省が保有している生活保護業務データシステムの改修に伴い、必要なデータを取り出せる

ように地方公共団体の標準準拠システムを改修するよう要請があった。システム標準化を終えている地方公共

団体に対しても、国において標準化基準の変更を行うことなく、地方公共団体において利用しているアプリケー

ションを個別に改修を行うよう求めてきている。地方公共団体が自己所有していないアプリケーション（システム）

の改修（＝標準準拠システムの改修）を行うことを求められており、困惑しているという実態がある。 

【支障の解決策】 

デジタル庁から厚生労働省をはじめとする各省庁に対して基本方針の順守を指導することなどにより、今後同

様の事例が発生しないようにすることができると考える。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

厚生労働省から地方公共団体へのシステム改修要求は、基本方針に反しているのではという意見がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

基本方針に則った形で、システム標準化が行われる。 

 

 

 



根拠法令等 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第５条、地方公共団体情報システム標準化基本方針、令和

６年度補正予算における、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（生活保護事務処理システム改修事業

（被保護者調査の調査項目変更等及び生活扶助基準の見直し関係））の国庫補助協議について（事前連絡）

（令和７年２月６日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、仙台市、相模原市、三重県、滋賀県、亀岡市、和歌山県、安来市、香川県、宮崎県 

 

○当市も標準化移行後の自治体による法改正対応等のシステム改修の必要有無について、明確でないとの認

識をもっている。標準準拠システムは、ノンカスタマイズかつ SaaS 利用のため、各自治体が補助金の交付申請

や、システム改修業務委託といった非効率な事務を行う必要はなく、国の標準仕様書の改定を受けて、システム

ベンダが改修対応を行うといった構図が、基本方針の目指すところと理解している。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
77 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

年金関係機関において情報連携により児童扶養手当受給資格情報を確認すること及びマイナンバー情報連携

における年金関係情報の更新を早期に行うこと 

 

提案団体 

松江市 

 

制度の所管･関係府省 

こども家庭庁、デジタル庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

児童扶養手当受給者が障害年金等の公的年金を遡及して受給した場合、併給が認められない部分については

遡って手当を返還させる必要がある。これについて、以下を求める。 

○年金関係機関において、情報連携により児童扶養手当受給資格情報を確認することとし、該当者に対して自

治体へ届出をするよう案内すること。 

○年金関係情報をマイナンバー情報連携で取得する場合に、最新の情報が取得できるよう情報の更新を早期

に行うこと。 

 

具体的な支障事例 

公的年金の遡及受給が原因で発生した児童扶養手当返還金は、令和６年度のみで９件（約 163 万円）あり、滞

納繰越分も合わせると未返還額は 400 万円以上にのぼる。中には１人あたりの返還額が 100 万円以上となる

ケースもあり、経済的困窮世帯の多い児童扶養手当受給者からの回収は非常に困難となっている。 

申請者・受給資格者への説明や聞き取りにより、速やかな届出を周知しているが、制度が複雑な上に障がい者

など理解が難しい受給者も多く、毎年一定数の返還金が生じており、職員の事務負担も大きい。 

マイナンバー情報連携による年金関係情報取得により返還金を最小限に止めるよう努めているが、年金関係機

関により更新情報が中間サーバーへ副本登録されるまで一定期間のタイムラグがあり、最新の情報を取得出来

ず、返還金が生じるケースがある。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

児童扶養手当受給者は低所得者であり、一度受給した手当を返還することに対し、経済的・心理的負担から抵

抗や苦情が多い。 

また、年金受給を理由に児童扶養手当が支給停止や一部支給となる仕組みを理解できず、クレームも多くなっ

ている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

年金関係機関においても情報連携により児童扶養手当の受給情報を確認するようにすることで、新たに年金を

支給する場合に児童扶養手当を受給していれば自治体への届出が必要な旨を案内でき、児童扶養手当の返還

金発生リスクが減少する。 

また、年金関係機関における情報連携システムによる年金関係情報を早期に登録することで、直近の受給情報

を取得しやすくなり、児童扶養手当の返還金発生リスクが減少する。 



 

根拠法令等 

児童扶養手当法第３条及び第 13 条の２ 

児童扶養手当法施行令第６条の３及び４ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、仙台市、多賀城市、館林市、佐倉市、相模原市、富士市、豊田市、豊中市、寝屋川市、羽曳野市、養父

市、高松市、春日市、大村市、熊本市、特別区長会 

 

○年金が遡って支給されていることが後から発覚し、過誤払い分の手当を返還してもらう事案が多発している。

令和６年度だけでも、３件（総額 395 万円）発生している。年金申請から認定まで時間がかかるため、申請され

た時点で情報をつかんでいると、差し止め等の対策ができると考える。 

○当市でも公的年金の遡及による児童扶養手当返還金は毎年発生しており、令和６年度においては 10 件（約

150 万円）の返還が発生している。一括での返還が難しい受給者も多く、滞納繰越となって返還期間が複数年に

わたることもあり、職員の事務負担も大きい。申請者・受給者に対して、新規申請時や現況時において説明およ

び速やかな届出の必要性を周知しているが、返還金が発生した受給者の中からは、年金と手当の併給につい

ての認識があまりなかったという話もあり、年金関係機関において自治体への届出を促すことで返還金発生リス

クの減少が期待される。またマイナンバー情報連携による年金関係情報の取得についても、登録されている情

報の反映までに一定期間のタイムラグがあることにより、返還金が生じたり、手当の支払事務に支障があったり

するため、連携システムへの早期の情報更新・反映についても依頼したい。 

○①児童扶養手当の申請者・受給者に関して年金の受給資格を有する可能性がある対象者については同意を

得た上でマイナンバー情報連携にて定期的に情報連携を行っているが、遡及受給等にて返還金が発生すること

が多く、返還方法についてはトラブルになることが多い。経済的困窮世帯がより困窮してしまうような返還金請求

を回避するためにも、年金の遡及受給（もしくは受給者による届け出漏れ）等で児童扶養手当に返還金が発生

する際には、年金支給額より相殺の上、残額を支給することとし、経済的困窮者に返還金請求を行うような事態

を避けるような取り扱いが必要と思われる。 

②経済的に困窮しているために年金受給分は全て収入の増加と考える世帯も多く、児童扶養手当との調整とな

ることを知らなかったと申し出る事例も多い。誤解や認識の齟齬によるトラブルを回避するために、年金関係機

関において、児童扶養手当受給資格の情報連携を行い、受給資格者と判明した際には、年金申請の必要書類

として、自治体に届出済の書類を追加で求め、必ず自治体での相談を実施し、年金と児童扶養手当額の調整に

ついて自治体にて説明を受け、制度理解・合意の上で年金申請を行うといった取り扱いが必要と思われる。 

③年金証書が発行され、郵送受理したと相談をいただくもマイナンバー情報連携をした際には、年金受給情報

が反映されておらず、受給情報がない場合もある。受理した年金証書等を紛失し、年金受給は決定したとの申し

出があるが、自治体へ年金受給の情報を届出できないために、マイナンバーの情報連携を待つ事例等もあり、

経済的困窮世帯においては振込が遅れることに関する問い合わせ等も多い。年金関係機関においては年金の

振込が行われてから中間サーバーへ副本登録するのではなく、受給者へ通知を行った際には、通知内容から

登録を行う取り扱いが必要と思われる。 

○当市においても、年金受給者への手当の過払いによる昨年度の新規債権発生が約 30 件あり、570 万円ほど

の債権がある。 

○当市でも、遡及受給による過払いとなるケースが見られ、返還を求めているものの、完納に至っていないケー

スが多数ある。また、過払い額が数十万円でも月 3,000 円程度の返還に留まる受給者も多数おり、過払い額を

すべて回収することが難しい状況にある。 

○当市においても同様の事例があり、提案が実現することにより手当を返納額が減少することが見込まれる。 

○当市においても、公的年金の遡及認定による返納金が令和６年度に 10 件発生しており、債権回収等に苦労

している。 

○情報連携における年金関係情報の更新が遅いため、少なくとも５月定期は過払いが発生する。それに伴い、

市民への連絡や支払調整等の事務処理の増加、過払い額返還が必要になることで市民の苦情に繋がってい

る。毎年、申請者、受給者に対し年金受給に際しての説明を丁寧に行っているが、理解が難しい受給者も多く、

経済的な不安などから、苦情も多くその対応に謀殺されることも多々ある。理解を得られない方においては、返

還金発生リスクが高く、また、その後も滞納となるケースも発生している。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
78 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

高等職業訓練促進給付金等の支給申請に係る審査事務手続において、マイナンバー情報連携を可能にするこ

と 

 

提案団体 

松江市 

 

制度の所管･関係府省 

こども家庭庁、デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

高等職業訓練促進給付金等の支給申請に係る審査事務手続において、雇用保険法第 24 条に定める訓練延

長給付の受給資格情報について、マイナンバーによる情報連携を可能とすること。 

また、訓練延長給付等制度において、高等職業訓練促進給付金等の趣旨を同じくする給付金との併給を禁止

する取扱いを明示するとともに、所管する職業安定所においても、当該給付の審査手続時において情報連携に

より類似給付金等の受給情報を取得できるようにすること。 

 

具体的な支障事例 

高等職業訓練促進給付金等は、ひとり親が就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業する

期間の生活費を支援する制度であり、厚生労働省雇用均等・児童家庭局福祉課長通知（平成 26 年９月 30 日

付雇児福発 0930 第８号）「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営につい

て」により、市が実施している事業である。 

高等職業訓練促進給付金等の支給については、上記通知の「第２高等職業訓練促進給付金等事業の実施に

ついて」において、趣旨を同じくする以下の３つの給付を受けている場合は対象とならないこととされている。 

①職業訓練受講給付金（求職者支援制度） 

②訓練延長給付（雇用保険法第 24 条） 

③教育訓練支援給付金（雇用保険法附則第 11 条の 2） 

①～③のうち①と③の受給資格情報についてはマイナンバーによる情報連携が可能となっている一方、②につ

いては情報連携の対象となっていないため、申請者に上記給付金の受給状況を確認して併給することがないよ

う対応しているが、申請者が自らの給付状況を正しく把握していないこともあり、正確な受給状況の把握が難し

い。また、職業安定所によると、上記①～③に掲げた職業訓練受講給付金等には、取扱要領等に類似給付金と

の併給禁止や併給調整に関する記載は無いため、高等職業訓練促進給付金等と併給をしてはならないという

運用が徹底されていないほか、職業安定所においても給付金の受給確認については、高等職業訓練促進給付

金等とのマイナンバー情報連携がなされておらず、定期的な面談時等において本人からの聞き取り等により確

認しており、高等職業訓練促進交付金等の受給状況を正確に把握することが困難となっている。 

実際に、当市では、高等職業訓練促進給付金受給者において訓練延長給付との併給が発覚し、12 ｶ月分の高

等職業訓練促進給付金を返還請求する事例が発生した。 

返還額は 100 万円以上と高額であり、返還の見通しは立っていないため、本給付金の財源である「母子家庭等

対策総合支援事業費国庫補助金」（補助率 3/4）の対象外となり、返還されない額の 3/4 は市が肩代わりするこ

ととなる。 

 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

類似した名称や趣旨の給付金制度が多くあり、申請者に尋ねても、どこから何の給付を受けているか理解でき

ていない方がおられる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

訓練延長給付についても情報連携による照会を可能とすることにより、併給による返還金発生リスクを減らすと

ともに、申請者の負担と自治体の事務手間を省くことできる。 

また、職業安定所側でも同様に情報照会できるよう双方が確認する環境を整えることにより、迅速かつ正確で公

平な給付事務を行うことができる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条第８号、別表の 65 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を

定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第５号）第 36 条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条第８号に基づく利用特定

個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第２条の表の 90、第 92 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、花巻市、宮城県、多賀城市、ひたちなか市、相模原市、豊田市、滋賀県、奈良県、佐賀県、熊本市、延

岡市 

 

○申請者が自らの給付状況を正しく把握していないこともあり、正確な受給状況の把握が難しく、高等職業訓練

促進給付金と訓練延長給付との併給が生じる可能性もあり得る。訓練延長給付について、情報連携による照会

を可能とすることにより、併給による返還金発生リスクを減らし、返還にかかる申請者の負担と自治体の業務の

効率化を図ることができると考える。 

○訓練延長給付については、申請者の申し出が全てとなり、併給による返還発生リスクが存在している。このリ

スクを減らし、迅速かつ正確で公平な給付事務を行うため。 

○支給事務をより適正に実施するために、訓練延長給付の受給資格情報の情報連携を可能にすることについ

て賛同する。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
80 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 10_運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

自動車臨時運行許可申請についてオンライン完結を可能とすること 

 

提案団体 

宮崎市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

自動車臨時運行許可申請における自動車損害賠償責任保険証の提示については電磁的記録による方法を可

能にすること。 

臨時運行許可証の交付及び臨時運行許可番号標の貸与について郵送も可能であることを明確化すること。 

臨時運行許可申請手続について、ぴったりサービスにおいて標準様式をプリセットすることや自動車 OSS の活

用を念頭に、電子決済も含めたオンライン完結を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【背景】 

自動車臨時運行許可申請における自動車損害賠償責任保険証の提示については、自動車損害賠償保障法

上、電磁的記録による方法は不可であり、原本の提示が求められているため、申請者は必ず窓口において原本

を提示する必要があり、申請手続をオンライン完結することができない。 

また、臨時運行許可のオンライン申請のサービスを実施している自治体もあるが、申請者名や車両の情報だけ

を入力させる団体や車検証のデータをアップロードまでさせる団体などサービスにばらつきがある（当市はオン

ライン申請のサービスは始めていない）。 

【支障事例】 

自動車臨時運行許可申請の受付は全国の自治体で行われ、申請内容や手数料徴収のタイミングに差はないと

ころ、電子申請での受付を開始するためには、各自治体がそれぞれ独自に申請フォームを作成するという事務

負担がある。また、この事務は、市町村だけでなく運輸局も実施しているもので、運輸局や自治体ごとにオンライ

ンシステムを作るのは、トータルコストの最小化にはつながらない。 

なお、当市において令和５年度には、4,437 件の申請があった。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

自治体によりサービスにばらつきがあることにより、特に区域をまたがって事業を展開する代理人（ディーラー、

メーカー）、購入者（法人）の場合は、それぞれの自治体が提供する申請方法に対応しなければならない状況と

なっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

１．自治体が臨時運行許可申請を電子申請で受け付けるために独自にオンライン申請のシステムを構築する必

要や１から申請フォームを作成する必要がなくなる。 

２．申請方法や申請フォームが全国で統一されて、申請者にとって分かりやすく使いやすくなる。 



３．自動車損害賠償責任保険証の原本提示が不要となることで、市民にとっては原本を窓口に持参する負担が

なくなるとともに、地方自治体にとっても窓口での原本確認が不要となり、窓口対応業務の負担も軽減されるとと

もに、申請手続をオンライン完結させることが可能となる。 

 

根拠法令等 

道路運送車両法第 34 条、自動車損害賠償保障法第９条第１項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、いわき市、相模原市、名古屋市、豊田市、安来市 

 

○自動車損害賠償責任保険証の電磁的記録による提出が不可となっていることは、自動車臨時運行許可申請

のオンライン申請の支障となっているため、電磁的記録による提示を可能とすることは必須と考える。また運輸

省で同申請の電子決済を含めたオンラインシステムの構築が図られ、市町村でも利用可となれば、市町村の負

担軽減とシステムの共通化による利用者の利便性向上が図られる。 

○自賠責保険証の電子交付も開始されている中、いつまでも原本提示は運用上無理がある。許可基準を全国

で統一するよう指導を受けるが、オンライン申請フォームは各自で作る、細かな判断は自治体判断に委ねるとい

った回答により、自治体ごとのバラつきが生じる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
81 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

婚姻届等のオンライン化 

 

提案団体 

宮崎市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

・「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」をマイナポータルから受付可能とし、標準様式をプリセットする

こと。 

・受け付けた届出データを基幹（戸籍情報）システムに連携させ、手打ち入力を不要とすること。 

・新本籍地を置く街区番号や地番の確認にアドレス・ベース・レジストリ等を活用し、事務負担を軽減すること。 

・各届出の受理証明書をオンラインで交付可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

令和６年１月１日（元日）は、一粒万倍日、天赦日と重なったことから非常に多くの婚姻届が出された。市区町村

職員は年始から対応に追われ、窓口はかなり混雑した。 

婚姻届は、七夕やクリスマス等のイベント、物日に加え吉日との組み合わせにより届出数が大きく増減すること

から、住所異動の繁忙期のような期間を指定して窓口体制を増強する等の取組みが難しい。 

戸籍届は法務省の法定受託事務（戸籍事務取扱準則制定基準第 24 条）により、24 時間 365 日の届出を受付

する必要があり、市区町村の受付体制に人件費や委託費等が発生し続けている。 

マイナポータルで受け付けた届出データを基幹システム（戸籍情報システム）に連携することが可能となれば、

職員による届出内容の手打ち入力が不要となり、作業効率の向上が期待できるが、システム標準化の対応もあ

る中、各市区町村が独自で連携機能の実装を検討することは困難であり、国がイニシアチブを取る必要がある。 

また、「婚姻届」をマイナポータルで受け付けることが可能となった場合は、証人を要する他の届出（「離婚届」

「養子縁組届」「養子離縁届」）についても横展開可能と考えられるため、併せてプリセットすることを求める。な

お、戸籍の振り仮名記載対応では、マイナポータルを活用する予定となっており、戸籍に関する届出をマイナポ

ータルで出せる環境が既に全国一律で整備されることになっている。 

届出先の市区町村では、届出に記載された街区番号や地番が現存しているかを当該市区町村に電話で確認し

ているが、折り返しの電話がすぐに返ってこないことも多く、時間を要している。また、土日など、新本籍地の市

区町村が電話対応時間外である場合、確認に数日を要する。 

各種届出に係る受理証明書を用いて保険証や資格証等の変更手続を速やかに行いたい場合、市民は来庁す

るか郵送による交付を待つしかなく、一定の負担を強いることとなっている。 

【婚姻届数】令和７年元日 16 件、令和６年元日 57 件、令和５年元日 17 件 

【受理証明書発行件数】令和７年１月 55 件、令和６年１月 50 件、令和５年１月 62 件 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

住民からの声として、 

・せっかく良い日を選んで、婚姻届を提出したが、窓口での長時間（２～３時間）の待ち時間により良い記念日と



なるところに水を差された。 

・戸籍受付は年中無休となっているので、人件費削減の観点から真っ先にオンライン化すべき手続きではない

のか。 

・婚姻届を、〇月△日□時◇分☆秒まで指定して受付してもらいたい。 

・婚姻は事件本人の合意に基づいて成立するところ、18 歳以上は誰でもなれる（血縁関係もないような）証人に

「意思確認」をさせる意味が分からない。 

といった声があげられている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

市区町村窓口の平準化・混雑緩和が図られる。 

住民が紙書類を持って窓口に来庁する必要がなくなり、婚姻届を出した記念日をより有意義に過ごすことでき

る。 

市区町村は戸籍届受付のために、平日時間外、土日・祝日の窓口体制を構築している。届出がオンライン化さ

れることで、事務負担や人件費を軽減することができる。 

オンラインでの手続きで、記載漏れや西暦・和暦等の表記ゆれ、住所の地番などにシステム審査を入れることで

市区町村職員の審査（補記事項）の事務負担が大きく軽減する。 

新本籍地の確認に要する時間が大幅に短縮でき、業務効率の向上に寄与する。 

市民が速やかに各種受理証明書を取得でき、市民サービス向上に寄与する。 

 

根拠法令等 

民法第 739 条 

戸籍法第 74 条 

戸籍法施行規則第 79 条の２の４、第 79 条の３ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、宮城県、名古屋市、安来市、佐世保市、熊本市、鹿児島市 

 

○受理証明書のオンライン交付については、受理地でしか発行できず、広域交付の対象ともなっていないため、

遠方からの申請も想定され、これが実現すれば利便性が高まる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
95 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住民票の写し等の交付のオンライン化を可能とすること 

 

提案団体 

八戸市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、税証明書など、市町村における主要証明書について、ブロック

チェーンを活用した電子証明書としてオンラインで交付できる制度とすること。 

また、これらが証明書として社会全体で機能するよう、周知、普及啓発を全国的に実施すること。 

 

具体的な支障事例 

当市では、スマート窓口の導入をはじめとする行政のデジタル化を推進しており、市民サービスの向上と業務効

率化に一定の成果を上げている。中でも、マイナンバーカード認証を活用したオンライン完結型の申請について

は、市民の利便性向上と職員の事務負荷軽減の双方に大きな効果が期待されるものとして導入を図ったところ

である。 

しかしながら、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、税証明書など、主要な証明書発行業務において、

法令上の規制やオンライン交付の仕組みが構築されておらず、依然として対面申請・紙交付が主流である。 

住民票の写し等の各種証明書の電子的な交付については、令和６年の地方からの提案等に関する対応方針に

より、「令和７年中に結論を得る」とされたところだが、公共サービスメッシュ構想に基づく行政サービスの再設計

等、地方自治体がその恩恵を最大限に享受しうる環境が整いつつあることを踏まえ、各種証明書のオンライン

交付について、早急な措置を講じていただきたい。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

○マイナンバーカードの利用率向上 

現状、交付率は 80％を超えているが、実際の利用率はまだ低いと考えられる。医療保険証や運転免許証との

連携が進む中で、各種証明書のオンライン交付が普及すれば、本格的にマイナンバーカードが個人におけるデ

ジタル完結の基盤となるものと考えられる。 

○自治体職員の人員削減・業務効率化 

当市における主要証明書の発行業務は、件数ベースで市民課・税担当課業務の約 50％を占めており、サービ

スセンター等出先機関では 80％以上となっている。また、１件あたりの作業時間は 7 分 59 秒（※）であるが、仮

にオンライン申請に移行した場合は 0 秒となる。 

そこで、仮に主要証明書発行業務が全て完全オンライン申請またはコンビニ交付（キオスク端末による交付）に

移行すれば、窓口対応など手続きに係る職員は不要となることから、相応分の人件費を削減することが可能と



なる。人口減少に伴う労働力不足が逼迫する中、全国展開すれば行財政改革へのインパクトは相当大きいもの

と考えられる。 

（※１件あたり作業時間は、待ち時間・移動時間・後処理時間を除く） 

○ペーパーレス化による社会的コストの削減 

電子証明書化によって紙代・印刷代をはじめ、利用者が役所に来るための交通費や時間的コストなど、社会的

コストの削減効果も大きいものと考えられる。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳法第 12 条、第 12 条の２、第 15 条の４、第 20 条、第 21 条の３ 

戸籍法第 10 条第１項、第 10 条の２第１項から第 5 項、第 48 条第１項及び第２項、第 120 条第１項、第 120 条

の２第１項、第 120 条の３第１項及び第２項、第 120 条の６第１項 

地方税法第 20 条の 10 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、青森市、花巻市、宮城県、いわき市、銚子市、横浜市、燕市、佐久市、名古屋市、豊田市、安来市、広

島市、松山市、佐世保市、熊本市、鹿児島市 

 

○オンライン化と併せ、マイナポータル上で証明書発行管理されることが望ましい。むしろ、マイナポータルにお

ける個人情報は常に最新化されているのであれば、自治体に証明を求めず、マイナポータルの情報を他の手続

き等で活用できるようにすることで、コストもかからないのではないかと考える。 

○オンライン申請の利活用を積極的に推進するとともに、現在はパスポート申請など一部の行政手続での利用

に限られている「戸籍電子証明書提供用識別符号」を、他の行政手続においても活用できるよう積極的に推進

することで、申請人の負担軽減も図ることができると思われる。 

○各種証明書のオンライン交付の普及が進めば、住民の利便性向上と自治体の業務負担の軽減が図られる。 

○手続きのオンライン化が進む中、各種証明書のオンライン交付が可能となれば、今までオンライン化を躊躇し

ていたものもオンライン化でき、市民サービスの向上につながる。 

○当市では、税証明窓口の膨大な負担の削減を継続的な目標としているため、本提案を推奨する。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
98 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

リモート署名に対応した地方公共団体組織認証基盤の文書等署名用職責証明書の発行 

 

提案団体 

愛媛県、広島県、香川県、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、砥部町、内子町、高知県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

【リモート署名に対応した地方公共団体組織認証基盤（以下「LGPKI」という。）の文書等署名用職責証明書の発

行】 

・リモート署名に対応した LGPKI の文書等署名用職責証明書（GPKI 相互認証可）を発行して頂きたい。具体的

には、LGPKI の文書等署名用職責証明書及び署名鍵をサーバーで保管し、地方公共団体がリモート署名する

ときにサーバー上で電子署名が行えるような仕組みを構築していただきたい。 

・文書等署名用職責証明書について、現在は、知事のみとなっているが、知事以外に部長等複数の職責証明書

の発行が可能となるようにして頂きたい。 

・電子署名や送信を行う仕組みについては民間事業者が提供するシステムの利用を想定。 

 

具体的な支障事例 

【背景】 

申請に基づく処分通知等については、「〇〇県知事」、「〇〇部長」等の公印を押印しているが、行政手続きのオ

ンライン完結を実現するため、公印に代えて LGPKI の文書等署名用職責証明書の利用を検討している。しかし

ながら、現状では下記の支障があり、当県で実現には至っていない。 

【支障事例】 

文書等署名用職責証明書格納媒体は USB トークンであってローカル署名を対象としており、リモート署名には

対応しておらず、当県組織全体で職責証明書の利用を想定したときに利便性（複数課での利用やテレワーク等）

の観点で支障となる。 

文書等署名用職責証明書の発行は、現時点、発行名義は知事のみで知事以外に部長名義等複数名義の発行

はできない。当県も含め地方公共団体が申請に基づく処分通知等のオンライン化に係るシステム整備を進める

に当たって、支障となっている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【県】 

事務処理件数：年間 12,000 件程度（公印の押印が必要な通知） 

※令和５年度実績 

＜費用削減効果＞ 



送料削減効果：1,680,000 円（140 円×12,000 件） 

＜事務処理時間の削減＞ 

実作用時間削減 

 120 分/件⇒30 分（70%削減程度） 

 18,000 時間削減（（120 分－30 分）×12,000 件） 

【県民及び事業者】 

送料削減効果：1,680,000 円（140 円×12,000 件） 

上記に加え、行政サービス提供時間の短縮等の効果がある。 

 

根拠法令等 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、東京都、川崎市、名古屋市 

 

○現在、LGPKI の職責証明書を利用しているが、署名を行うためには当該作業を行う職員のパソコンにカードリ

ーダーの接続やソフトウェアのインストール等の環境整備が必要であり、煩雑な作業となっている。更に、IC カー

ドを署名の都度当該職員へ貸し出す必要があるため、紛失の危険もある。また、オンライン申請を導入している

が、現在は証明書等の発行については郵送で対応している。利便性の向上と事務の省力化の観点から電子署

名による証明書のオンライン発行についても検討しているが、職責証明書の利用が増えることから本件は大き

な障壁となるため、ぜひ構築をお願いしたい。 

○現在、電子署名の付与にあたっては、LGPKI の職責証明書を利用している。しかし、職責証明書は IC カード

等の物理的な媒体に格納する場合にのみ発行可能であるため、利用促進に支障をきたしている。具体的には、

テレワーク等による遠隔地からの署名が行えないことが挙げられる。加えて、庁内の文書管理システムと連携さ

せ、施行文書に電子署名を付与できる仕組みを検討する場合、職責証明書をサーバで保管できないと実現方

式に制約が生じ利便性が損なわれる恐れがある。 

○リモートで業務を行う際に、文書等署名用職責証明が利用できるようになれば、業務の効率化が期待できると

考える。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
112 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 07_産業振興 

 

提案事項（事項名） 

国家資格「計量士」の登録の都道府県経由の廃止等 

 

提案団体 

福井県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、経済産業省 

 

求める措置の具体的内容 

国家資格「計量士」の登録について、 

（１） 登録申請手続等について、国家資格等情報連携・活用システムを利用するとともに、紙媒体による申請及

びオンラインによる申請どちらも都道府県の経由を要しないこととすること。 

（２） 計量士登録証について、当該システムにおいて発行が可能な「デジタル資格者証」を原本とすること。 

 

具体的な支障事例 

国家資格等については、令和６年８月６日より運用が開始された国家資格等情報連携・活用システムを用いるこ

とで、オンラインでの資格登録や「デジタル資格者証」による資格所持状況の確認が可能になる予定であり、「令

和６年の地方からの提案等に関する対応方針（令和６年 12 月 24 日閣議決定）」では建築基準適合判定資格者

等の国家資格について、国家資格等情報連携活用システムを用いたオンラインによる登録申請を可能とすると

ともに、都道府県経由の廃止が謳われている。 

（１）について 

計量士についても、計量法施行令第 32 条で登録申請時の都道府県経由が規定されているところ、建築基準適

合判定資格者と同様に国家資格等情報連携・活用システムを利用したオンライン申請を可能とした上で、紙媒

体及びオンライン申請双方の都道府県経由事務を廃止することで、登録申請者から直接国へ申請が行われ、

来庁負担や添付書類の事前準備が不要になる。 

また、登録申請者にとってのメリットだけでなく、都道府県での事務処理の負担軽減にもつながる。 

（２）について 

さらに、「デジタル資格者証」を計量士登録証の原本とすることで、登録証の交付についても、都道府県経由を

不要とし、申請者への交付の迅速化や都道府県事務の負担軽減が期待される。 

これらのことから、計量士の登録申請については「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和６年６月 21 日

閣議決定）」の趣旨を踏まえ、他の国家資格の登録申請と同様に国家資格等情報連携・活用システムを活用

し、オンラインによる登録申請を可能とし、「デジタル資格者証」を登録証の原本とするとともに、紙媒体及びオン

ラインによる申請のどちらの場合であっても都道府県の経由を要しないこととすることを提案する。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

提案の実現により申請者の負担軽減及び行政のデジタル化・効率化につながる。 



 

根拠法令等 

計量法第 122 条、計量法施行令第 32 条、第 36 条、第 37 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

栃木県、滋賀県、和歌山県、宮崎県 

 

○当県における計量士登録の令和６年度実績は３件となっている。計量士の登録申請及び登録証交付手続は

都道府県経由で行われており、手続に時間を要している。これらの手続についてデジタル化し、都道府県経由を

廃止することにより、申請者及び都道府県事務の負担軽減が図られる。 

○業務の効率化に資する DX を活用した取組で、申請者の利益となるほか、類似の国家資格に関する先行事

例もあるため有用と認められる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
117 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 09_土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

建築基準法第 15 条第１項に基づく届出のオンライン化及び建築主事の経由事務の廃止 

 

提案団体 

山形市、船橋市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

建築基準法第 15 条第１項及び同条第２項の届出について、オンラインによる届出可能とするとともに、建築主

事経由事務の廃止を求める。 

 

具体的な支障事例 

建築基準法第 15 条第１項の規定により、建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却しようとする場合、

建築主事（当市）を経由して、県知事に届け出なければならないことになっている。 

届出は書類で提出され、受付後は届出のあった工事届又は除却届を、国指定の様式に１件１件入力し、決裁後

に県知事へ送付している。これらの届出は、事前に審査を要する項目がない事務的なものである。なお、件数や

入力項目も多いため、入力等の作業に毎月５日程度相当の日数がかかっており、事務の負担が生じている。 

【令和５年度 工事届】（共同提案団体を含む） 

届出：1,043 件（主提案団体） 

    2,505 件（共同提案団体） 

【Ｒ５年度 除却届】（共同提案団体を含む） 

届出：159 件（主提案団体） 

    105 件（共同提案団体） 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

国土交通省において検討されている建築確認の電子申請受付システムや、デジタル庁において運用がなされ

ている e-Gov 等を通じてオンラインで届出が可能になることにより、来庁が不要になることに伴う届出者の負担

軽減及び職員の作業時間削減による建築行政の効率化に伴う市民サービスの向上が期待される。 

 

根拠法令等 

建築基準法第 15 条第１項及び第２項、建築基準法施行規則第８条第１項 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、花巻市、いわき市、高崎市、上尾市、佐倉市、横浜市、川崎市、相模原市、燕市、福井市、枚方市、和

歌山市、熊本市、特別区長会 

 

○当市においても、提案団体と同様に書面提出を受けた届出のデータ入力に時間を要している（令和６年度 

工事届 1,152 件、除却届 114 件）。届出者によるオンライン入力の場合、入力項目、内容は容易に正常値であ

るか否かを判断できるものであり、オンラインによる届出であっても、統計への影響はきわめて軽微であると思

われる。また、届出受理の証明を求められるため、必要に応じて控えに受付印を捺印しているが、システム入力

完了による自動メール受信などで対応可能と思われる。 

○経由事務がなくなることで事務負担の軽減となる。 

○提案市と同様、届出者から紙ベースで受け付けたものについて、市が調査票へ入力する等、申請内容の確

認及び取りまとめに時間を要している。 

・令和５年処理件数 除却届 41 件、工事届 532 件 

・令和６年度処理件数 除却届 28 件、工事届 523 件、 

・入力処理時間 除却届約５分/件、建築工事届約５分/件 

○提案団体と同様に、建築工事届及び除却届については、調査票へ入力作業に時間を要し、事務の負担が生

じている。毎月、紙申請、電子申請分の届出書を区ごとに分け、さらに木造・非木造に分けて受付順にならべ、

受理番号を付番し、調査表に入力をしているため、作業時間としては２名の職員で５日間を要している。（作業時

間：7.75×５日×２名＝77.5 時間）そのため、県からの委託費以上の人件費が生じている状況である。 

年間処理件数（令和５年実績） 

除却届 744 件、建築工事届 2,867 件 

○限定特定行政庁である当市においても、建築工事届及び除却届の内容の確認及び取りまとめに時間を要し

ている。届出者が直接届け出ることを可能となるならば、事務効率が期待できると考える。 

○人員不足であり、業務の効率化、事務負担軽減が必要である。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
118 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

特別児童扶養手当の受給資格及び各種請求・届出等に係る事務のオンライン化及び市町村経由事務の廃止 

 

提案団体 

山形市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

特別児童扶養手当支給事務に係る申請手続について、マイナンバーを活用したオンライン申請システムの構築

により、現行の市町村窓口による受付から、申請者が都道府県へ直接申請する手法を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

特別児童扶養手当支給事務に係る手続きについては、法定受託事務であり、法令により詳細に定められている

ところである。特別児童扶養手当等の支給に関する規則第 15 条において「市町村を経由して申請すること」とな

っており、市町村は申請を受け、内容の確認やシステムへの入力、県への進達を行っているほか、県からの結

果を受けてシステムへの入力、発送作業を行っている。 

また、申請は現状紙で受け付けており、申請のオンライン化については「特別児童扶養手当の都道府県が任意

で設置するオンラインシステムによる設置請求書等の事務手続きについて」（令和５年７月３日付け厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知）が発出されているところであるが、現状はシステム構築がなされ

ていない。 

【支障事例】 

申請者にとっては申請書類への記入、書面での添付書類の準備が大きな負担となる他、市町村を経由すること

で申請から交付までに期間を要している（当市では３か月程度）。 

また、行政においては、市町村と都道府県でそれぞれ内容の確認やシステムへの入力を行うことは、事務処理

が重複していると考えられ、これを削減することが適当である。 

【支障の解決策】 

市町村経由事務の廃止のために、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則などの市町村を経由す

る旨の規定の廃止を求める。 

なお、市町村で所得状況等の確認を行っているが、API 連携により所得情報等（市町村において確認している

項目）を自動入力可能・添付資料を提出可能としたぴったりサービスの標準様式をプリセットすることで、都道府

県における申請システム構築にかかる負担軽減及び市町村経由事務の廃止が行えると考える。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申請者より手当の支給や受給証明書の交付等の手続に要する期間の短縮を求める声がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

マイナンバーを活用したオンライン申請システムの構築により、申請者の手続の負担軽減を図るとともに申請か



ら認定等に要する期間を短縮することができる。行政においては、市町村及び都道府県の重複した事務の削減

が期待される。 

 

根拠法令等 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 38 条、同法施行令第 13 条、同法施行規則第 15 条、第 16 条、第

29 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、多賀城市、上尾市、柏市、流山市、燕市、福井市、長野県、豊田市、亀岡市、高槻市、寝屋川市、羽曳

野市、西宮市、養父市、宍粟市、高松市、春日市、特別区長会 

 

○市民から提出された申請書等のエラーチェックを行い、県へ進達しているため業務負担が生じている。オンラ

イン化することで、業務負担が軽減され、また、市民も来庁する手間が省ける。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
119 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

精神障害者保健福祉手帳の交付手続における市町村経由事務の廃止 

 

提案団体 

山形市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

精神障害者保健福祉手帳の交付手続について、マイナポータルの活用により直接都道府県に申請することを

可能とするとともに、電子申請の場合については市町村経由事務を廃止すること。また、市町村を経由して行っ

ている判定結果の送付及び手帳の交付についても、市町村経由事務を廃止すること。 

 

具体的な支障事例 

精神障害者保健福祉手帳の申請は、申請者の居住地を管轄する市町村を経由して行うこととされている。 

市町村は申請を受け、内容の確認や障がい福祉システムへの入力、県への進達を行い、また、県からの結果を

受けて手帳の内容確認、システムへの入力、発送作業を行っている。 

申請者にとっては申請書類への記入、書面での添付書類の準備が大きな負担となるほか、市町村を経由するこ

とで申請から交付までに期間を要し（当市では１か月半から２か月程度）、その間手帳を用いたサービス等が利

用できない。 

また、市町村と都道府県でそれぞれ申請内容の確認やシステムへの入力を行うことは、事務処理が重複してい

ると考えられ、これを削減することが適当である。 

申請のオンライン化については、令和６年管理番号 22 により提案されているところであるが、申請者から直接

都道府県に電子申請することを可能とし、これにより市町村経由事務を廃止することを求める。 

判定結果の送付及び手帳の交付についても、県から送付を受けたものを市町村が窓口交付又は郵送しており、

市町村経由することで交付までに時間を要しているため、交付手続についても市町村経由事務を廃止すること

を求める。 

当市における申請受理件数と、これに伴う手続に係る時間の概算は以下のとおりである。 

年間申請件数（変更申請等含む）約 1,400 件、進達までに要する時間１件当たり約５分、県からの結果を受け交

付・発送までに要する時間１件あたり約５分。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申請者からオンラインでの申請を求める声や申請から交付までに要する期間の短縮を求める声がある。 

申請後、交付までに各種交通機関の割引等が受けられないことがあり、社会参加に支障をきたす事例がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

マイナンバーを活用したオンライン申請を可能とすることで、申請書類の記載や書面での添付書類の準備等の

申請者の負担が軽減する。 

また、市町村経由を廃止することで、申請から交付までの期間が短縮するとともに、手帳を利用した各種サービ



ス等が迅速に受けられる。 

 

根拠法令等 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第１項、同法施行令第５条、第６条の２、第７条、同法施行

規則第 23 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、岩手県、宮古市、花巻市、北上市、いわき市、ひたちなか市、上尾市、市原市、流山市、横浜市、厚木

市、燕市、福井市、豊田市、寝屋川市、南あわじ市、生駒市、徳島市、久留米市、長崎市、鹿児島市、特別区長

会 

 

○手帳交付申請時、交付時等に県においても市においても申請者の個人情報、手帳情報をシステム等に入力

しており、非効率である。審査に関する疑義について、申請者に直接確認するのではなく進達した市へ、確認す

るように指示がある。また、記載不備があった診断書が市へ返戻されるので、市から医療機関へ説明とともに郵

送している。このように、県と申請者等の間に、市が入ることで、やり取りに時間を要し、非効率である。精神障

害者手帳は郵便小包で届き、県作成の名簿と手帳を突合させた後、システムへの情報入力、蛇腹折にして交付

する。現在は県が申請者に手帳を市まで取りに行くよう通知しているが、令和８年度からは県は行わないとのこ

とで、市が通知を出すことになり更に事務負担が増える。手帳申請に対する不承認通知も市に届くため、市から

申請者に送付している。精神保健福祉手帳の有効期間は２年間のため、２年ごとに更新がある。手帳所持者は

増加の一途であり、既存手法のままでは事務執行体制の確保が難しくなる。療育手帳の成人(18 歳以上）の申

請においては、市で面談を実施し、県でも判定（面談）を実施しており、非効率である。 

【精神保健福祉手帳】 

・手帳所持者（各年度３.31 現在） R1 2,080 人 ⇒ R5 2,735 人 

・手帳交付状況 R1 年度 1,134 件 ⇒ R5 年度 1,531 件 

・診断書返戻件数 R1 年度 31 件 ⇒ R5 年度    90 件 

（令和６年度の状況） 

・県への進達回数 16 回 

・１回あたりの進達件数 平均 430 件 

・診断書の返戻数 令和７年３月 21 日現在 195 件 

※精神障害者福祉手帳交付事務と自立支援医療受給者証交付事務については、併せて進達事務を実施して

いる。 

○当市においても、精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続等における事務負担の増加に伴い、将来的には

事務執行体制の確保が困難になることが懸念される。また、当県では、精神障害者保健福祉手帳の交付事務

作業について外部委託を始めており、令和８年度から職員が大幅に削減され、これまで以上に市町への負担が

増加する可能性がある。 

○当市でも同様の事例が発生しており、事務負担が大きい（当市の自立支援医療（精神通院）と精神障害者保

健福祉手帳を合わせた申請数は月 1,600 件程度となっている。）。 

○当市においても、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付手続において、県と申請者の間に市が入ること

により、やり取りに時間を要し非効率が生じている。特に紛失などの場合、申請者の手元に手帳が早く届くこと

が望ましいが、市町村を経由するため時間がかかる。 

○市を経由する手続のため、申請から手帳交付まで２か月程度かかり、その期間、申請者は各種サービスの提

供を受けることができない。また、申請者数は年々増加しており、申請書類の整理、システム入力、通知発送等

に係る事務負担は増大しているため、オンライン化及び市町村経由事務の廃止により、事務負担軽減だけでな

く、申請者負担の軽減、手続完了までの日数短縮を図ることができると考える。年間申請件数（変更申請等含

む）：約 1,900 件、申請受付～申請書類の整理・システム入力・進達までに要する時間：約５分／１件、手帳の受

取～システム入力・通知発送までに要する時間：約５分／１件 

○県と市で、申請時や交付時に同様の入力を行い非効率的であること、不備の診断書のやり取りで市を経由す

るので非効率的であることなど、市民サービスが低下している。さらに事務量増のため市職員の負担が増大し、

事務執行体制確保が困難である。 

○精神障害者保健福祉手帳の申請数は年々増加しており、手続が複雑で事務負担は大きいことから、事務の

効率化が求められている。 

所持者数 R3：932 人→R4：1,029 人→R5：1,095 人 



○精神障害者保健福祉手帳に関する申請は、3,129 件／年（令和６年度実績）あり、事務処理に多くの時間を要

している。申請から交付までに２か月半から３か月程度と、長い期間を要している。 

○市民から提出された申請書等のエラーチェックを行い、県へ進達しているため業務負担が生じている。オンラ

イン化することで、業務負担が軽減され、また、市民も来庁する手間が省ける。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
120 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

自立支援医療（精神通院医療）支給認定手続における市町村経由事務の廃止 

 

提案団体 

山形市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

自立支援医療（精神通院医療）支給認定申請手続について、マイナポータルの活用により直接都道府県に申請

を行うことを可能とするとともに、電子申請の場合については市町村経由事務を廃止すること。また、市町村を

経由して行っている医療受給者証の交付についても、市町村経由事務を廃止すること。 

 

具体的な支障事例 

自立支援医療費（精神通院医療）の申請は、申請者の居住地を管轄する市町村を経由して行うこととされてい

る。 

当市では月に約 500 件の申請を受け、内容の確認や障がい福祉システムへの入力、県への進達を行い、ま

た、県からの結果を受けて受給者証の内容確認、システムへの入力、発送作業を行っている。 

申請者にとっては申請書類への記入、書面での添付書類の準備が大きな負担となるほか、市町村を経由するこ

とで申請から交付までに期間を要し（当市では１か月半から２か月程度）、医療機関によっては交付までは自己

負担額が軽減されないこともある。 

また、市町村と都道府県でそれぞれ申請内容の確認やシステムへの入力を行うことは、事務処理が重複してい

ると考えられ、これを削減することが適当である。 

これまで、所得区分判定における市民税額の確認を市が行っているが、マイナポータルを通じて申請者が税情

報を取得し、申請内容に反映させたうえで申請することで、所得区分判定事務が省略され、市町村での確認も

不要となるため、当該経由事務の廃止が可能であると考える。 

そのため、申請のオンライン化は令和６年管理番号 22 により提案されているところであるが、申請に際して所得

区分判定に必要な税情報が自動入力されるような仕様を求める。 

さらに、医療受給者証の交付についても、県から送付を受けたものを市町村が郵送しており、市町村経由するこ

とで交付までに時間を要しているため、交付手続についても市町村経由事務を廃止することを求める。 

当市における申請受理件数と、これに伴う手続に係る時間の概算は以下のとおりである。 

年間申請件数（変更申請等含む）約 5,500 件、進達までに要する時間１件当たり約 10 分、県からの結果を受け

発送までに要する時間１件当たり約 10 分。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申請者から書類記載や添付書類の準備が負担であるためオンラインでの申請を求める声がある。 

また、医療機関によっては交付までは自己負担額が軽減されないことがあることから、申請者の経済的な負担

が生じたり、医療機関での払い戻し手続ができずに都道府県へ払い戻し手続を行うことが必要となる場合もあ

り、申請者から申請から交付までの期間短縮を求める声がある。 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

マイナンバーを活用したオンライン申請を可能とすることで、申請書類の記載や書面での添付書類の準備等の

申請者の負担が軽減する。 

また、市町村経由を廃止することで、申請から交付までの期間が短縮するとともに、迅速な医療機関等での自

己負担軽減につながる。 

さらに、マイナポータルによる申請時に API 連携することにより、所得区分判定に必要な税情報を申請内容に反

映させることができれば、所得区分判定事務が省略され、さらなる事務負担軽減や決定期間の短縮につながる

ものと考える。 

 

根拠法令等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 53 条第１項、同法施行令第 28 条、第 30

条、同法施行規則第 35 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、岩手県、宮古市、花巻市、北上市、いわき市、ひたちなか市、上尾市、柏市、市原市、流山市、横浜市、

厚木市、燕市、福井市、豊田市、亀岡市、寝屋川市、交野市、南あわじ市、生駒市、徳島市、久留米市、長崎

市、鹿児島市、特別区長会 

 

○当市においても、7,000 件の申請があり、県と申請書確認、システム入力等の事務が重複している。また、市

町村を通して、受給者証を交付することは、タイムロスがある。紙面ではなく、マイナポータル等を利用して申請

することで、市町村・県の入力作業がなくなり、所得区分の判定もアプリ内で可能となる 

○当市においても、自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請手続等における事務負担の増加に伴い、

将来的には事務執行体制の確保が困難になることが懸念される。また、当県では、自立支援医療費（精神通院

医療）支給認定における事務作業について外部委託を始めており、令和８年度から職員が大幅に削減され、こ

れまで以上に市町への負担が増加する可能性がある。 

○当市でも同様の事例が発生しており、事務負担が大きい（当市の自立支援医療（精神通院）と精神障害者保

健福祉手帳を合わせた申請数は月 1,600 件程度となっている。）。 

○申請者にとって身近な市役所で手続ができることはメリットであるが、受給者証の交付は市町村を経由するこ

とで時間がかかるため、デメリットになっており、手続のオンライン化が達成されれば、申請者はそもそも窓口に

来る必要がなくなる。また、本手続に係る市町村経由事務は市町村に多大な負担を強いており、オンライン化の

可否を問わず廃止されることが望ましい。 

○市を経由する手続のため、申請から受給者証交付まで２か月程度かかり、申請者からの問い合わせ件数増

の要因となっており、また、医療機関によっては、証交付まで自己負担額が軽減されないことがあり、市民サー

ビスの低下になりかねない。申請件数は年々増加しており、申請書類の整理、システム入力、通知発送等に係

る事務負担は増大しているため、オンライン化及び市町村経由事務の廃止により、事務負担軽減だけでなく、申

請者負担の軽減、手続完了までの日数短縮を図ることができると考える。年間申請件数（変更申請等含む）：約

7,200 人、申請受付～申請書類の整理・システム入力・進達までに要する時間：約 10 分／１件、受給者証の受

取～システム入力・通知発送までに要する時間：約 10 分／１件 

○県と市で、申請時や交付時に同様の入力を行い非効率的であること、不備の診断書のやり取りで市を経由す

るので非効率的であることなど、市民サービスが低下している。さらに事務量増のため市職員の負担が増大し、

事務執行体制確保が困難である。 

○自立支援医療（精神通院）の申請数は年々増加しており、手続が複雑で事務負担は大きいことから、事務の

効率化が求められている。 

所持者数 R3：1,755 人→R4：1,832 人→R5：1,893 人 

○自立支援医療費（精神通院医療）に関する申請は、10,968 件／年（令和６年度実績）あり、事務処理に多くの

時間を要している。申請から交付までに２か月半から３か月程度と、長い期間を要している。 

○市民から提出された申請書等のエラーチェックを行い、県へ進達しているため業務負担が生じている。オンラ

イン化することで、業務負担が軽減され、また、市民も来庁する手間が省ける。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
125 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

ぴったりサービスの入力フォームにおける機能拡充 

 

提案団体 

栃木県、群馬県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

ぴったりサービスの入力フォームにおいて、以下の機能を地方自治体の選択により導入可能とすること 

①ソフトウェアキーボードについて、項目に適したキーボードを設定できるようにするとともに、これに即した入力

であることが表示されるようにする 

②マイナンバーカード裏面に記載のマイナンバーをスマートフォンのカメラで読み取り、入力フォームに反映する 

 

具体的な支障事例 

当県では、特定医療費（指定難病）医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について、ぴったりサ

ービスを活用した電子申請（書かない窓口含む）を令和７年度から順次導入しようとしているところである。 

現在入力フォームを作成しているところであるが、その中で、以下の支障があることが判明した。 

①「郵便番号」「電話番号」「メールアドレス」「個人番号」等、入力文字が英数等に限定される項目について、通

常の日本語入力用ソフトウェアキーボードが表示され全角文字や平仮名等も入力できてしまい、「次へ進む」を

押下した段階で初めて入力エラーとなる。 

→英数字の入力を求める項目においては英数字入力用キーボードを表示させるなど、自治体において各項目

の入力内容に適したソフトウェアキーボードを表示設定できるようにすべき。 

②特定医療費（指定難病）医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請においては、申請者が属する

世帯全体の所得や申請者が属する健康保険の被保険者の範囲を確認する必要がある。 

当県においては、電子申請の導入と同時に、これらの情報をマイナ情報連携により取得することとしており、申

請者が電子申請画面にて世帯員のマイナンバーを手入力することになるが、英数字入力用キーボードが表示さ

れない中、12 桁の数字を手入力することになり、入力ミスの増加、誤った情報照会を実施するリスクが増加す

る。 

→マイナンバーカード裏面に記載のマイナンバーをスマートフォンのカメラで読み取り、入力フォームに反映する

機能（OCR）を導入すべき。 

（補足的な支障事例、想定される効果） 

・近隣県における令和６年度の対象件数は、新規申請が約 2,500 件、更新申請が約 15,300 件である。 

・提案内容は、ぴったりサービス利用者に対する入力誤りの防止や利便性の向上が期待できる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

令和７年度以降に導入するものであるので現時点では住民等からの意見はないが、書かない窓口の受付を担

う健康福祉センター・保健所職員に検討用の入力フォームを示したところ、左記２点は書かない窓口用の 13 イ

ンチタブレットでも入力上のストレスになり、まして申請者が自宅でスマホにより入力する場合は、多大なストレス

がかかるのみならず、マイナンバー等の入力誤りが増加するだろうとの意見が多かった。 



 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

申請者にとっては、適切なキーボードが表示されることにより入力ミスが防がれ、入力時のストレスが削減され

る。このことは、電子申請の利用増加につながる。 

行政にとっては、申請者からの問合せの減少、入力ミスの内容確認の減少につながるとともに、電子申請の利

用増加（＝紙申請の減少)により申請内容のシステム手入力が削減される（別途電子申請データの業務システ

ムへの自動登録を導入予定のため）。 

 

根拠法令等 

ぴったりサービスの仕様及び標準様式の各項目 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、岩手県、花巻市、川崎市、富士市、亀岡市、宮崎県 

 

― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
149 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

「書かないワンストップ窓口の標準化」に向けた住民記録システム標準仕様書の修正 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

標準準拠住民記録システム（以下「住記システム」）に関して、次のとおり、住民記録システム標準仕様書を修正

することを求める。 

① 住民異動届の作成機能を実装必須機能として追加 

② ①のデータを基にした異動入力画面への反映機能を実装必須機能として追加 

③ ワンストップ窓口のための各種申請書作成用データ（①データ）の排出機能を標準オプション機能から実装

必須機能に修正 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

令和３年に施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、当市では市民部所管シス

テム（住民記録システム等）の標準準拠システムへの変更を進めている。当市ではこれまで基幹システムを自庁

開発し、スマート窓口システムも導入し、独自に RPA を用いてデータ連携しているが、標準化による基幹パッケ

ージの変更により、これまでのようなデータ連携への移行が不可能となってしまうため、従前と異なる運用方法

で対応せざるを得ない状況。また、住民記録システム標準仕様書には、スマート窓口化（書かない窓口化）に関

する記載としての各種申請書の作成機能に関する言及がないため、各市区町村がスマート窓口化を図る際に

は住記システムとは別にスマート窓口システムを導入しなければならない状況。 

【支障事例、制度改正の必要性】 

書かない窓口のために住記システムとは別にスマート窓口システムを導入する場合、データレイアウトの違い等

によりインターフェースの構築ができず、スマート窓口システムにより作成された申請データを用いて住記システ

ムの更新ができない場合がある。これにより、スマート窓口システムで申請情報（申請書）を作成し、申請書を基

に住民記録システムを更新する二重作業が発生するという支障がある。また、各市区町村が書かない窓口を図

る際には住記システムとは別にスマート窓口システムを導入しなければならず、新たな費用負担が必要となる。 

さらに、 住民記録システム標準仕様書では、「個人や世帯を検索、選択後、該当者のデータを CSV 形式で出力

する機能」は標準オプション機能として記載されており、システムを提供するベンダーによって対応が異なる状況

である。各市区町村からの個別のカスタマイズについてもベンダーや開発規模の大小によって対応が分かれ、

個別契約により追加機能を実装できない場合もある。とりわけ上記「個人や世帯を検索、選択後、該当者のデー

タを CSV 形式で出力する機能」については開発規模が大きいことから、当市においては個別のカスタマイズを

断念した経緯がある。 

支障がある状態の事務運用（住民異動）は、以下のとおり。 

①スマート窓口システムでの受付 

②受付内容を基に申請書を作成（手作業） 

③申請書を基に住記システムを更新（手作業） 



【支障の解決策】 

二重の更新作業による事務負担を解消するため、住記システム内に申請書作成機能を付加することで、一度の

データ入力で申請書の作成及び住記システムの更新が可能となる。具体的には、住民記録システム標準仕様

書に各種申請書の作成機能に関する記載を実装必須機能として追加することにより、全国的な対応が可能とな

り、支障の解決に寄与するものと考えられる。 

また、現状標準オプション機能となっている「個人や世帯を検索、選択後、該当者のデータを CSV 形式で出力す

る機能」を実装必須機能化することによって、全国の市区町村でデータの二次利用（庁内他部局で使用する各

種申請書への使用）が可能となり、住民サービスの向上を図ることができる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住記システム内に各種申請書を作成する機能を付加した場合、以下のような事務運用が想定される。 

①住民によるタブレット入力及び聞き取りにより、住記システム内で申請データの作成 

②作成した申請データを帳票として出力、住民による確認及び申請 

③作成した申請データを利用して住記システムの更新 

上記のうち、②及び③は同一の事務として一度の作業で完結するため、各市区町村の住民異動に関する事務

の工数低減に繋がり、事務効率化に寄与するものと考えられる。 

また、スマート窓口化（書かない窓口化）に際して別でスマート窓口システムを導入する必要がなくなり、各市区

町村のコスト低減に寄与するものと考えられる。 

加えて、標準準拠住民記録システムから申請情報のデータ排出が可能となることにより、二次利用（庁内他部局

で使用する各種申請書への使用）が可能となることで全国の市区町村のワンストップ窓口化の加速に寄与する

ものと考えられる。 

＜参考：提案実現による作業時間削減効果（豊田市でのスマート窓口 RPA 導入効果から試算）＞ 

入力等内部処理に要する時間▲1 分 10 秒／件 × 年間 40,631 件＝▲約 790 時間 

 

根拠法令等 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第６条第１項 

住民記録システム標準仕様書 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、郡山市、いわき市、銚子市、佐久市、豊中市、南あわじ市、安来市、佐世保市、阿蘇市 

 

○引越しワンストップの導入により異動届はデータ化されているので、カスタマイズせずとも外部システム（申請

管理システムや書かない窓口システム）と連携できるようにすべきである。 

○当市でもシステム標準化仕様に申請書の作成用データの出力機能が実装必須となっていないため、個別シ

ステムの導入が必要となり、かつ、住民記録データとの連携が図られないことにより支障が生じることが懸念さ

れるため、同機能の標準化対応は必須と考える。 

○当市でも書かない窓口は導入済みであり、この提案が通ると当市においてもメリットを享受できる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
167 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

国庫金振込通知書のオンライン化 

 

提案団体 

高松市、福島県、江南市、丸亀市、三豊市、多度津町、沖縄県、香川県後期高齢者医療広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、財務省 

 

求める措置の具体的内容 

支出官事務規程第 37 条に定める、国庫金振込通知書のはがき送付について見直しを行い、デジタル技術を活

用した、下記【１】または【２】等の送付方法への変更を求める。 

【１】電子メール（会計管理者部門の代表メール宛）による通知 

【２】調査・照会(一斉調査)システムを利用して各会計担当宛の通知 

 

具体的な支障事例 

当市では、国からの補助金などを受け入れる際に、収納金の内容（科目、所属）を確定させて、入金日当日まで

に、市の収納金システムへの消込作業を行う必要があるが、国から届く「国庫金振込通知書」が、入金日の数日

後に郵送で届いている状況である。 

そのため、消込事務においては、国庫金振込通知書の記載内容を利用できず、指定金融機関から受け取る入

金内容の通知（国庫金の振込元の県名又は省庁名と金額のみ記載）をもとに行っているが、通知書に記載のあ

る「支払事由」が不明のため、消込作業に係る業務負担が大きく、非効率な作業が発生している。 

様々なデジタル化が進んでいる中で、「国庫金振込通知書」についてもデジタル技術を活用した送付方法にした

方が迅速に情報を受け取れ、全国の各自治体でも有効活用できる。 

【消込作業に係る具体的な業務負担と非効率な作業】 

国庫振込通知書が入金時点で未着のため同通知書に記載されている「支払事由」が不明であることから、事前

に各課から出納室へ提出されている国庫支出金の消込用帳票（予算科目及び入金予定額等の収納情報）の金

額が実際の収納金額に満たない場合、以下のような作業が生じる。 

①まず、県会計課に当該不合致額の国庫支出金がどの省庁のものかと支払事由を聞き取る。支払事由から該

当課が推定できる場合はその課に問い合わせて確認する。ここで県から聞き取りする支払事由は、市が申請の

際に使用する名称（当市の事業名）と異なることが多いので該当課の特定は難しいことが多い。 

②①で該当の消込帳票を作成すべき課が特定できなかった場合、庁内用オンライン掲示板等によって全課に対

して、「不合致額及び入金の省庁名と聞き取りした支払事由」を発出し、心当たりのある課はどの課のどの予算

科目であるかの情報を早急に（入金の翌日 10 時までに）出納室へ連絡し、消込用帳票を作成して出納室に提

出するよう伝える。これを受けて該当課が消込用帳票を作成して出納室に持参して（出先の部署の場合は出納

室が代理で帳票作成）、やっと消込作業ができる。 

③万が一②の期限までに当該不合致額の原因となる国庫支出金が特定できなかった場合(特定に時間がかか

りどの課からも申出がなかった場合)は、一旦歳計外現金として消込を行い、その後、消し込むべき予算科目が

判明した時に振替処理により、正式な科目として執行している。 

以上③の段階までいくことは年に数回であるが、①及び②の過程は、特に国庫支出金の集中する３月から５月

にかけては頻繁に生じている。 

国庫金振込通知がオンライン化され、入金日までに通知があれば、①の県への照会の手間は不要になり、出納



室は通知をもとに、時間の余裕をもって入金日前に確認作業を行うことができ、③の歳計外に一旦入金して振

替するといった手間が削減できる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

令和５年１月に実施した独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

（DADC）による、企業間取引のデジタル化状況に関する調査結果 47、48 ページに、国庫金振込通知の記載内

容の利用状況について、利用していない割合が 67.5％であり、通知の記載内容を消込事務に利用しない理由に

ついて２番目に多い理由として、「国庫金振込通知が郵送される時期が入金タイミングよりも遅いため」となって

おり、書面通知の利用実績は低く、企業にとっても使い勝手の悪い制度になっており、デジタル技術活用した通

知に見直すことが望まれる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

デジタル技術を活用した通知を行うことで、情報提供が迅速化され、入金の消込作業の業務負担が大幅に改善

されるとともに、国におけるペーパーレス、経費（郵送料）の節約につながる。 

 

根拠法令等 

支出官事務規程第 37 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、ひたちなか市、相模原市、福井市、浜松市、名古屋市、小牧市、熊本市 

 

○当市においても、入金日から通知がくるまで該当課が判明できないことがあり、速やかな収入処理を妨げてい

る。デジタル技術を活用した通知にすることで、スムーズな収入事務を行うことが出来ると考える。 

○県を通じて、多くの国庫補助金が入金されるが、担当課が事前に該当の納付書を会計課へ提出していない場

合、担当課を特定するため、県に入金の件名を確認することが月に数回以上ある。国庫金振込通知書が電子

化され、振込日当日の午前中までに通知される運用になると、県へ件名を確認する手間を省くことができる。 

○当県でも、年度末から年度始めは振込件数が多く発生する中、入金時点で国庫金振込通知書が未着である

ため、収入金の特定に時間を要し、指定金融機関の営業時間内に処理できないことがある。また、期限までに

収入金を特定できなかった場合には、当県でも一旦歳計外現金として消込処理を行い、その後、振替処理を行

っており、提案団体同様にデジタル技術を活用した通知により、入金日前の情報提供を希望する。 

○同様に「国庫金振込通知書」が入金日の数日後に届いているため、各担当課からの納付書持込みにより収

入の処理を行っている。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
169 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバーカードを活用した情報連携の強化等による保険異動時における特定疾病の認定事務の簡素化 

 

提案団体 

小千谷市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

特定疾病療養受療証を利用している被保険者が保険を異動する場合において、現行制度上、被保険者が再度

医療機関を受診し、医師の意見書を取得した上で再度認定をうけるために申請が必要となっているところ。 

マイナンバーカードの情報連携等を活用し、異動時に医師の意見書の再取得を不要とするよう手続きの簡素化

を求める。 

 

具体的な支障事例 

社会保険から国民健康保険に切り替わる際に被保険者自身が特定疾病療養受療証について失念する等の理

由により、３回も来庁する結果となり利用者に不親切であり、非効率なシステムとなっているところ。 

具体例 

１.（来庁１回目）A は会社を退職し、社会保険喪失証を持参し、国民健康保険加入手続のために来庁 

社保喪失票には「社保の特定疾病」情報がなく、当市側には A の療養情報は手元にないため、特に何も言及な

し。 

２.A が病院で保険変更を伝えたところ、「国保の特定疾病療養受療証」が必要と言われる。 

３.（来庁２回目）A は来庁し、「国保の特定疾病療養受療証」の申請書を提出 

そこで、A は当市から「国保の特定疾病療養受療証の申請のため、再度病院へ行き、医師の意見書取得が必

要」と伝えられる。 

４.A は再度病院へ来院し、医師の意見書を取得 

５.（来庁３回目）A は来庁した上で「国保の特定疾病療養受療証」の手続きを行った。 

上記のように住民サービスにおいて非効率であり、住民に負担を強いる制度となっている。 

マイナンバーカードの活用等情報連携の強化により、以下のとおり制度改正を求める。 

・特定疾病療養受領証の情報を自治体が把握することができること。 

・被保険者の負担軽減のために医師の意見書の再提出を求めないこと。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

令和７年４月３日に国民健康保険の特定疾病手続のため、市役所と病院を２往復した住民から事務改善の要望

があった。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・住民サービスの大幅な向上 

・自治体事務の効率化・簡素化 



 

根拠法令等 

健康保険法施行規則第 99 条、国民健康保険法施行規則第 27 条の 13、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第 19 条第８号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、北上市、伊勢崎市、横浜市、川崎市、相模原市、半田市、安来市、新居浜市、大野城市、大村市、熊本

市 

 

○特定疾病の対象者かどうかをマイナンバー情報連携で確認できることで申請の負担軽減につながると考え

る。 

○情報連携を活用し事務処理ができるのであれば、全国の統一基準として改正されることを望む。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
172 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

薬剤師及び管理栄養士資格の申請にかかる審査等の都道府県経由事務の廃止等 

 

提案団体 

埼玉県、さいたま市、川越市、川口市、越谷市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１） 国家資格等のオンラインでの登録申請については、保健所及び都道府県を経由せず、国が申請者に免許

を直送すること。 

（２） 国家資格等について、紙の免許を交付するのではなく、電子証明書を免許原本とし、紙の印刷が必要な

場合は本人が電子証明書を印刷する方式とすること。 

 

具体的な支障事例 

厚生労働大臣所管の薬剤師及び管理栄養士資格について、令和７年度以降に、マイナポータルを経由する国

家資格等情報連携・活用システムが構築され「国家資格登録手続き等のオンライン化」とともに「国家資格等の

情報の提示・認証等のデジタル化」が図られる予定である。 

デジタル・ガバメント実行計画で、このシステム構築は、申請者の対面や郵送での手続の負担、行政機関等の

紙ベースの処理等の負担を解消するため、届出時の添付書類を省略し、また当該資格の所持をマイナンバーカ

ードの電子証明書で提示できるようにするものとされている。 

当該システムは薬剤師、管理栄養士等の厚生労働大臣免許で導入が進められており、免許証等の申請・交付

に当たって保健所等への来所や紙書類の提出が不要となる。 

しかし、システムが構築されても、紙による申請や都道府県を経由した免許証の交付といった手続きが残ると、

引き続き、保健所等は申請者に開庁時間に合わせ受け取りに来るよう通知することとなり、オンライン化しても

来庁する負担が軽減されない。国が申請者から郵送費を徴収し紙の免許証を直送すれば来庁負担がなくなる。 

また、そもそもデジタル資格者証（スマートフォンで資格所持を提示できる機能）が整備されることから、これを原

本とすれば、紙の免許証を保持・提示する必要はなく利便性が向上する。 

国家資格登録手続き等の事務の流れは、デジタル・ガバメント実行計画の取組方針の趣旨を踏まえ、申請・審

査・交付の一連の処理を都道府県（保健所）を経由することなく、国が一元的に実施すべきである。また、紙の免

許でなく電子証明書を免許原本とし、紙の印刷が必要な場合は本人が電子証明書を印刷する方式とすることを

提案する。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

提案の実現により、申請者及び行政の負担軽減につながる。 

 



根拠法令等 

・薬剤師 

薬剤師法第７条２項、薬剤師法施行令第３条、第５条第２項、第６条第１項、第８条第２項、第９条第５項、第 10

条第２項、 

・管理栄養士 

栄養士法第４条第４項、栄養士法施行規則第１条第２項、同第３項、第３条第４項、第４条第２項、第５条第２

項、第６条第６項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

いわき市、茨城県、川崎市、燕市、長野県、浜松市、滋賀県、寝屋川市、奈良県 

 

― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
175 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 05_教育・文化 

 

提案事項（事項名） 

奨学給付金制度申請手続のオンライン化 

 

提案団体 

山口県、福島県、神奈川県、九州地方知事会、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、文部科学省 

 

求める措置の具体的内容 

高校生等奨学給付金申請について、高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien を改修するなど、

国において、オンライン申請可能なシステムを整備すること。 

 

具体的な支障事例 

奨学給付金申請手続については生徒の保護者による紙申請となっており、学校に来校して提出する必要があ

る。また、添付書類として住民税課税証明書等の提出が必要となっているところ。当県では、国公立校のみで毎

年約 2,400 件申請があり、各学校における受付、県庁への書類進達、書類不備者への対応に関する事務負担

が発生している。 

なお、高等学校等就学支援金については、国が「高等学校等就学支援金オンライン申請システム」を整備してお

り、令和５年度からオンライン申請が可能となっているため、高校生への２つの支援に関して申請方法が異なる

非効率的な運用となっており、生徒の保護者の負担となっている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

例年、同時期に申請のある就学支援金は電子申請が可能だが、奨学給付金も同様に電子申請できないのかと

いう意見が寄せられた。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

オンラインで申請が完結することで、申請者が各学校へ来校する必要が無くなる。また、閉庁日等での申請が可

能となり、利便性が向上する。 

各学校における書類送付や書類不備対応に関する事務負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律

（平成 25 年法律第 90 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、埼玉県、大阪府、奈良県、福岡県、沖縄県 

 



○申請が保護者・生徒にとって負担がない方法とし、県や学校現場に新たな事務負担が生じない方法としてい

ただきたい。 

○当県私立学校においても、提案団体同様の支障事例あり。当県においても奨学給付金の申請件数は少なく

なく、申請者の負担軽減、県及び学校の事務の簡便化・事務の効率化のための改善は必要と解される。 

○令和７年２月の三党合意では、令和８年度からの高校生等奨学給付金の拡充が示されており、申請件数が

現行制度の 1.6 万件（私立高校分）から大幅に増加することが見込まれる。現在の紙申請では、書類管理やデ

ータ入力等の事務が膨大になり、また、都道府県が申請システムを構築し、申請事務を行うことは費用及び事

務負担が非常に大きい。ついては、全国一律の事務処理がなされていることも踏まえ、国においてオンライン申

請システムを整備することを強く要望する。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
178 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

ぴったりサービスにおけるサービス・制度追加等の機能拡充 

 

提案団体 

射水市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁 

 

求める措置の具体的内容 

マイナポータル（ぴったりサービス）において次の機能の実装を求める。 

①自治体において「サービス・制度」を追加できる機能 

②手続登録時における【掲載内容】の複写機能 

③【申請者情報入力】の項目を編集・削除可能とする機能 

④様式登録画面においてフロー設定（画面遷移）をプレビューする機能 

⑤住民による様式への記入内容によって書類添付の要否を分ける機能 

⑥「申請者情報入力」で設定したメールアドレスに決済依頼を通知する機能 

また、マイナポータル（ぴったりサービス）への改善要望を書き込めるフォームとそれに対する回答を閲覧できる

サイトを構築していただきたい。 

 

具体的な支障事例 

①自治体において「サービス・制度」を追加できる機能 

オンライン申請について、手続ごとに申請システムが異なると利用者にとって不便であるため、マイナポータル

（ぴったりサービス）で統一したいと考えている。しかし、手続き登録時における「サービス・制度」の選択肢が固

定されており、自治体が自由に追加できないため、選択肢に該当しない手続については独自のオンライン申請

システムで運用せざるを得ない状況である。 

②手続登録時における【掲載内容】の複写機能 

他の自治体で既に申請様式を作成している手続や類似の手続を追加する場合、複写機能がないため、【掲載内

容】を一から入力する必要があり、作業効率の低下が生じている。 

③【申請者情報入力】の項目を編集・削除可能とする機能 

【申請者情報入力】については、申請内容の趣旨に関係のない質問項目が存在している場合があり（「消防計画

作成（変更）届出」における申請者の「性別」や「生年月日」など）、当該質問項目の編集・削除ができないため、

申請者による記入の手間を発生させている。 

④様式登録画面においてフロー設定（画面遷移）をプレビューする機能 

様式のフロー設定（画面遷移）を確認する際は、テスト様式を登録し、インターネット端末からテストサイトにアク

セスする必要があるが、本登録様式とは別にテスト様式を登録する手間や、テスト様式がテストサイトに反映さ

れるまでのタイムラグにより、作業の非効率化が生じている。自治体によってはインターネット接続系パソコンが

部署ごとに１台ずつしか配備されていない場合もあり、都度その場所へ移動したり、他職員の使用状況を考慮し

たりする必要がある。 

⑤住民による様式への記入内容によって書類添付の要否を分ける機能 

フロー機能により、設問の回答内容に従って追加の設問を表示することが可能であるが、回答内容によって添



付書類の要否を分ける機能がない。一様に任意添付としてしまうと、書類を添付しなければならない申請者が添

付を漏らしてしまう場合がある。マイナポータルにマイナンバーカードでログインした上で申請されたものであれ

ば、差し戻しにより、再度添付資料を添えて申請してもらえば良いが、非ログイン利用者による申請の場合は差

し戻し機能が無いため、一から申請内容を入力し、添付資料を添えて再申請する必要があり、利用者にとっても

利便性が悪い。手続を書類添付の有無で 2 種類に分ける方法も考えられるが、利用者が混乱する可能性があ

る。 

⑥「申請者情報入力」で設定したメールアドレスに決済依頼を通知する機能 

申請者によっては「申請者情報入力」で設定したメールアドレス宛に申請に関するあらゆる通知が届くと誤認し

ている場合がある。当該申請者がマイページ利用開始時において受信拒否してしまっている場合は通知が届か

ないため、自治体側が決済依頼等を通知しても申請者が気づかず、問い合わせを受けることがあり、都度対応

しなければならないことが負担となっている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申請処理状況を更新し決済依頼を行っても、利用者側で設定をしていないため進捗の問合せがあった。また、

申請者情報入力で入力したメールアドレス宛にダウンロード通知が届くので、当該メールアドレスに届くと勘違い

していた利用者もいた。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

マイナポータル（ぴったりサービス）の機能拡充により自治体側、利用者側双方にとっての利便性、利用率向上

が見込める。 

 

根拠法令等 

― 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

川崎市、金沢市、福井市、富士市、名古屋市、亀岡市、城陽市、佐世保市、熊本市 

 

○①自治体において「サービス・制度」を追加できる機能 

ぴったりサービスを利用しようと思っても該当するサービス・制度がないとその時点で断念してしまう可能性があ

る。職員の心理的負担を軽減するため、自治体においてサービス・制度を追加できるようにしてほしい。 

②手続登録時における【掲載内容】の複写機能 

他の電子申請サービスでは、他の自治体の類似の申請をサンプルとして利用できる機能がある。ぴったりサー

ビスでも同様の機能があれば、利用促進につながると考えられる。 

④様式登録画面においてフロー設定（画面遷移）をプレビューする機能 

LGWAN で様式を作成した後、申請画面をインターネット上のテストサイトで確認し、修正点があれば再度

LGWAN で操作するのは非常に非効率である。LGWAN で申請画面を確認できるよう改善を要望する。 

⑤住民による様式への記入内容によって書類添付の要否を分ける機能 

回答内容によって添付書類の要/不要が異なる場合があるが、現状は一律にしか添付書類が必須か設定でき

ないため、添付書類が必要な利用者が添付していなくても申請できてしまい、再申請等の手間が発生する。 

○ぴったりサービスの申請項目について、データ排出による RPA 等を活用したシステム入力を実施したいこと

から、CSV 形式等でのデータ排出の機能を追加してほしい。 

○オンライン申請時とマイナポータル登録時で各々別のメールアドレスを設定でき、受付完了や受理等の通知

が別々の宛先に送付されるため、利用者が戸惑うことがある。このため、通知先の統一化が必要。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
179 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 08_消防・防災・安全 

 

提案事項（事項名） 

罹災証明書のオンライン申請におけるマイナポータルの機能改善 

 

提案団体 

射水市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、デジタル庁 

 

求める措置の具体的内容 

⑴家屋の所在の特定について 

①マイナポータルの罹災証明の申請入力時において、罹災家屋の所在を入力する際に、文字で所在を入力で

きるだけでなく、地図上で場所を特定すると所在地が入力できるようにする。 

②添付された写真の位置データから罹災家屋の場所が特定できるようにする。 

①②それぞれ地図上で特定された場所が申請データ（申請書や写真）と共に出力できるようにする。 

⑵写真の添付及び記載漏れ確認について 

罹災証明の申請入力時において、家屋の全景写真や被災箇所写真等を添付する画面をそれぞれ設けて、各画

面で写真の添付が無い場合や、記載事項に漏れがある場合、警告が出るようにする。 

※現地調査の場合など、必ずしも写真の添付が必要ないケースもあるため、あくまで警告画面までとし、添付を

必須としない。 

 

具体的な支障事例 

当市の場合、住居表示の実施により、所在地番の把握が困難な場合があることや長屋建ての住宅密集地域が

あることから、申請書中の所在の記載が漏れている場合や誤っている場合、罹災家屋の所在地を特定すること

が困難になるため、電話で所在を聞き取りしなければならなくなり、事務的な負担となった。 

また、必要な写真が添付されていなかったり被災箇所が不明なため、電話で全景写真の提出や被災写真の再

提出を依頼することとなり、非常に煩雑で事務的な負担となった。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

マイナポータルの利用者から直接意見・要望は受けていないが、地図上で所在地が入力できたり、添付写真か

ら特定できると、申請作業の負担軽減になると考える。また、自己判定方式の場合に家の全景写真が必要であ

ることを知らない人が多いため、入力画面でそれぞれ必要な写真の添付を求めるものとなっていれば、写真の

不足を防ぐことができる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

罹災証明交付のための必要事項が漏れなく入力されることや必要な写真等が不足なく添付されることで、罹災

証明書の発行事務手続をスムーズに進めることができるため、被災者支援を迅速に進めることができる。 

 

 

 



根拠法令等 

災害対策基本法第 90 条の２ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、相模原市、名古屋市、豊中市、今治市 

 

○当市では、大規模災害時はシステムを利用して罹災証明書の申請受付・発行を行うこととしている。現在、当

市ではマイナポータルからの申請に対応していないが、申請対象の建物の位置を地図上で入力できれば、申請

に係る負担軽減に繋がるほか、市側での確認の負担も軽減されると考える。また、申請情報に位置情報が含ま

れることにより、より正確に申請対象を把握することが可能となる。 

○当市においては、令和５年度からマイナポータル罹災証明書のオンライン申請が可能となったが、現時点で

申請件数は０件であり、支障事例はなかった。ただし、大規模災害が発生した場合、県内、県外からマイナポー

タルによる申請件数の増加が予想されるため、現地調査の効率化を図る面からも住家被害認定に活用する写

真を申請者が撮影し、添付できるようにマイナポータルの機能改善をすることは必要である。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
183 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

自治体のテレワークシステムの共通化及び国による提供 

 

提案団体 

春日市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

国において地方公共団体情報システム機構が提供する「自治体テレワークシステム」のような共通システムの

構築又は「自治体テレワーク試行事業」の本格実施を通じて、テレワークを安定的に実施できる環境の整備を求

める。 

 

具体的な支障事例 

当市では地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が「自治体テレワーク試行事業」において提供している「自治

体テレワークシステム」を利用して、職員全体の約５％がテレワークを実施している。テレワークは、災害や感染

症の拡大に伴う登庁不可時の業務継続及び職員の働き方改革の推進に寄与するものであることから、当市で

は今後も利用の継続を希望しているが、本事業はあくまで「試行」事業であるため、事業が終了すると当市では

テレワークの実施が困難となる。 

自治体のテレワーク導入に当たっては、総務省において特別交付税措置やテレワーク利用の事例集の公開な

どの取組がなされているが、こうした取組があっても当市では予算や人的リソースの不足により、独自にテレワ

ークシステムを構築することが困難である。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・災害や感染症の拡大に伴う登庁不可時の業務継続 

・職員の働き方改革の推進 

・自治体独自にテレワークシステムを構築する場合にかかる事務負担の軽減 

・自治体が個別にテレワーク環境を整備する場合に比べ、国・地方を通じたトータルコストを最小化 

 

根拠法令等 

― 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

新潟市、豊橋市、安来市 



 

○当市では、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が提供している「自治体テレワークシステム」によりテレ

ワークを実施している。しかし J-LIS の本事業はあくまで「試行」事業であり、当市は独自のテレワーク環境の整

備を行っていないため、事業が終了した場合にテレワークの実施が困難となる。自治体のテレワーク導入に当

たって、総務省より特別交付税措置やテレワーク利用の事例集の公開などの取組がなされているが、こうした取

組があっても当市では予算や人的リソースの不足により、独自にテレワークシステムを構築することは困難であ

る。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
187 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 09_土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

建築基準法第 15 条に基づく工事届・除却届における建築主事の経由事務の廃止 

 

提案団体 

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚

木市、大和市、座間市、愛知県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

建築基準法第 15 条に定める工事届・除却届について、建築主（申請者）が自分で ID を取得し、正確に入力で

きた（建築確認の審査で変更した場合は変更して再入力できた）場合、国へ直接届出が行えるシステム（例：e-

Tax、e-Gov 等）を早期に構築していただき、建築主事の経由及び都道府県のとりまとめを廃止していただきた

い。 

また、建築主事等（建築主事または指定確認検査機関）が確認審査時に、建築工事届の提出の有無と物件を

特定するための情報（建築主・建築場所・主要用途・申請床面積）のみを審査時に確認すれば済むようなシステ

ム構築と法及び規則改正をしていただきたい。 

 

具体的な支障事例 

建築基準法では、工事届・除却届（以下「工事届等」という。）について、建築主事等を経由して都道府県知事に

届け出ることとなっており、都道府県知事はこれを取りまとめ、国土交通大臣に送付しており、これら一連の業務

に多大な労力を割いている。 

【具体的な事例】 

・経由機関が多いため、国交省へデータが届くのに多くの時間を要する。 

（経由機関【所要期間】：申請者→指定確認検査機関【７-30 日】→建築主事等（５土木事務所、12 特定行政庁）

（以下「特定行政庁」という。）【１-10 日程】→県【10 日程】→国土交通省） 

・工事届については、建築基準法第 15 条第４項に基づく都道府県でのとりまとめ作業の際の確認のみならず、

建築基準法第 15 条第１項に基づいて特定行政庁も確認しているため、二重業務となっている。 

・当県では、2,687 件/月（令和５年実績）の工事届入力処理に加え、除却届・災害報告の入力処理を行ってお

り、業務負担が大きい。 

・工事届等については、不備について、工事監理者に架電照会を行っているが、折り返し対応もしくは不通の場

合が多く照会に多大な時間を要する。国土交通省建設経済統計室が HP にて公表しているエラーチェック付工

事届（Excel）については、申請の際に PDF での提出が多く、利用率が低いため、依然として業務負担は減って

いない。 

（不備の例：工事届：第３面が未記入、建築工事費の予定額未記載等除却届：評価額欄が未記入等） 

・令和７年１月着工分からの様式改正に伴い、新旧様式が混在で受付可能としているため、業務が煩雑になっ

ているとともに、物件名が新たに入力必須項目になり、さらに業務負担が増えている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 



 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・現状、申請者が工事届を提出してから、県が収受するまで１か月以上かかっているが、確認申請時に申請者

がオンラインで直接工事内容を入力して提出することにより、提出時期の遅滞がなくなるため、適切かつ合理的

にデータ収集が可能になり、統計精度の向上に繋がる。 

・建築主から国に直接提出されることで、建築確認申請と合わせて建築工事届の確認作業を法的根拠なく実施

していた指定確認検査機関の業務負担が減少する。 

・県、特定行政庁の経由が廃止されることにより負担が軽減する。 

・委託費を地方公共団体に配分する必要がなくなるため、費用削減に繋がる。 

 

根拠法令等 

建築基準法第 15 条、建築動態統計調査規則 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、花巻市、いわき市、茨城県、栃木県、高崎市、上尾市、千葉県、藤沢市、燕市、長野県、静岡県、豊橋

市、三重県、茨木市、和歌山市、岡山県、下関市、久留米市、熊本市、沖縄県、特別区長会 

 

○【支障事例】 

・届出書を紙で受け取っているため、経由事務には郵送料が発生する。 

・国土交通省が HP に公表しているエラーチェック付工事届は利用率が低いことに加え、届出者にそれを活用す

る意識がない場合も多いため記入上のルールから外れた形で提出されるケースがある。 

○職員不足の中、着工統計業務の負担が大きい。また、業務量に対する事務委託費用が低い。 

○工事届等について設計者⇒指定確認検査機関⇒特定行政庁⇒県⇒国といった経由先が多く、それぞれの経

由先での確認作業が二重業務となっており、それぞれの経由先での修正等があるため、遅滞が発生しているた

め業務が煩雑化し、多大な労力を割いている。また、経由先が多い中で工事届等の内容の審査・確認はどこが

行うのか曖昧であったため、この機に経由を廃止し、責任区分も明確にしていただきたいと考えます。 

○経由事務がなくなることで事務負担の軽減となる。 

○提案団体の提案にあるように、当市では建築工事届及び除却届調査票をクラウドへの提出をおこなってお

り、それまでの作業に時間を要し、事務の負担が生じている。毎月、紙申請、電子申請分の届出書を区ごとに分

け、さらに木造・非木造に分けて受付順にならべ、受理番号を付番し、調査表に入力をしているため、作業時間

としては２名の職員で５日間を要している。（作業時間：7.75×５日×２名＝77.5 時間）そのため、県からの委託

費以上の人件費が生じている状況である。 

年間処理件数（令和５年実績） 

除却届 744 件、建築工事届 2,867 件 

○限定特定行政庁である当市においても、建築工事届及び除却届の内容の確認及び取りまとめに時間を要し

ている。 

届出者が直接届け出ることを可能となるならば、事務効率が期待できると考える。 

○【支障事例】 

・経由機関が多いことに加え、離島等からの郵送の場合より多くの時間を要することになる。 

・上記理由から、都道府県での入力や確認作業、修正対応を短期間で行う必要があり業務負担が大きい。 

【制度改正による効果】 

・各経由機関による事務作業や郵送等にかかる費用負担が解消される。 

・申請者においても、申請時点でエラーチェックが行えるようになり、修正等が容易になる。 

○追加事項として、工事届・着手届は郵送で経由されており、SDGｓの観点（気候変動など）からも見直しが必要

と考えます。 

○人員不足であり、業務の効率化、事務負担軽減が必要である。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
222 

重点募集
テーマ 

× 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

国家資格等の免許交付のオンライン化 

 

提案団体 

都城市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

国家資格等について、紙の免許を交付するのではなく、電子証明書を免許原本とし、紙の印刷が必要な場合は

申請者本人が電子証明書を印刷する方式とすること。 

 

具体的な支障事例 

紙での免許交付では、国から保健所・都道府県に届き、保健所等が本人へ通知後、本人が窓口まで受領しに行

く必要がある。 

申請者の支障事例 

・申請者は窓口受付の時間帯に窓口まで受取りに行かなければならず、そのための時間の確保と窓口来所の

負担が生じている。 

・申請から免許交付までの期間に住所異動があり、本人による受取りが困難な場合には、受取りのために委任

状を作成し、委任者に代理受領を依頼する必要がある。 

行政にとっての支障事例 

・郵送での通知や電話連絡をしても受取りに来ない申請者がおり、免許証の保管や申請者との調整に苦慮して

いる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住民の利便性の向上 

・免許証（紙）の受取りのため、申請者が保健所等に行く必要がなくなる。 

・免許証（紙）の紛失を防止でき、再発行申請の手続が不要となる。 

・受取りのための時間確保の調整が不要となる。 

・住所異動が生じても免許交付に支障が無くなる。 

行政の効率化 

・免許交付にかかる手続事務が解消される。 

 

根拠法令等 

医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法、理学療法士及び作業療法士法、技能訓練士法、臨



床検査技師等に関する法律 

医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師等の免許申請について（昭和 35 年４月 14 日医発第 293 号） 

医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作

業療法士及び視能訓練士免許申請等の取扱要領 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、宮城県、越谷市、川崎市、相模原市、長野県、浜松市、豊橋市、寝屋川市、兵庫県、久留米市、鹿児島

市 

 

○・３月に合格発表がありその後就職のため引っ越す方が多いが、免許を申請した保健所に何か月も後に免許

証が届くため、一人一人に説明・確認しながら免許の新規申請の受付を行うため時間がかかる。 

・免許証の受取のお願いをハガキにてお知らせしているため、郵送料がかかる。 

○紙での免許交付では、国から保健所・都道府県に届き、保健所等が本人へ通知後、本人が窓口まで受領しに

行く必要がある。 

・申請者は窓口受付の時間帯に受取りに行かなければならないため、時間の確保と窓口来所の負担が生じて

いる。 

・本人による受取りが困難な場合には、受取りのために委任状を作成するため、手間がかかる。 

・免許を受取りに来ない申請者がおり、免許証の保管や申請者との調整に苦慮している。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
230 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 06_環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

産業廃棄物処理計画及び実施状況報告の提出のデジタル化等 

 

提案団体 

宮城県、仙台市、大崎市、広島県、北海道東北地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 12 条第９項及び第 10 項並びに第 12 条の２第

10 項及び第 11 項において、廃棄物を多量に排出する事業者（以下「多量排出事業者」という。）に対して求める

産業廃棄物処理計画及び実施状況報告の提出について、オンラインで行うためのシステムを国において構築

し、デジタル化を行うこと。 

２ 法第 12 条の３第７項において、産業廃棄物を排出する事業者に対して都道府県知事に提出を求めているマ

ニュフェストの報告書の提出について、紙面のマニュフェストを用いている事業者がオンラインで報告書を提出

するためのシステムを国において構築し、デジタル化を行うとともに、その結果得られる電子データと法第 13 条

の２で定める情報処理センターが受付けた報告内容とを統合してデータベース化すること。 

なお、システム構築を行う場合にあっては、事業者から紙面で計画書や報告書が提出された場合であっても、容

易にデジタル化できる仕組みを構築されたい。 

 

具体的な支障事例 

（１の支障事例） 

当県において令和６年度の報告対象事業者は 325 件であり、例年 300 件を超過している。加えて、環境省は毎

年「産業廃棄物行政組織等調査」にて、当該計画及び報告内容の集計と報告を各自治体に求めている。 

当県は、当該計画及び報告のデジタル化を行うことで、対象事業者の負担と集計作業に要する職員の負担を軽

減することを目標として平成 26 年度から「産廃報告ネット」という電子申請システムを独自開発し運用保守して

いるが、県独自に開発しているシステムである以上、法で定める計画及び報告の設問が改訂となれば都度改修

が必要となるなど、その維持にコストを要するものである。なお、令和６年 11 月６日には当該計画及び報告の変

更についてアンケート調査があるなど、システムの大規模改修が今後必要となる可能性が窺える。 

（２の支障事例） 

当県において、令和６年度の報告件数（紙面のマニフェストを使用している事業者によるもの）は 4,988 件であ

り、その集計には例年手間を要しているほか、有効な活用が十分にできていない実態がある。一方、事業者が

電子マニフェストを使用している場合は、情報処理センターがそのデータを収集し、CSV データとしてダウンロー

ドできるよう設定されており、廃棄物の処理状況が確認できるよう設定されている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

事業者の方から、業務効率化のために、他の自治体でもオンラインで報告したいとの意見を伺うことがある。 

 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

（１について） 

当該報告及び計画の提出をオンラインで実施できるよう整備することで、事業者の利便性が向上するほか、産

業廃棄物行政組織等調査にて国が地方自治体に求める集計業務をシステム上で実施できるようになり、行政

の業務効率化につながるものと考えられる。 

（２について） 

当該報告がオンラインで提出できるようになれば事業者の利便性が向上する。また、そこで得られるデータと情

報処理センターが収集している電子マニフェストのデータとを統合し管理することが可能となれば、産業廃棄物

の不適正な処理を探知することができる有益な情報を得られるものと考えられる。 

 

根拠法令等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第９項及び第 10 項、第 12 条の２第 10 項及び第 11 項並びに第

12 条の３第 7 項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、群馬県、新潟県、豊橋市、京都府、寝屋川市、兵庫県、山口県、熊本市、那覇市 

 

○当県においては、多量排出事業者から提出される産業廃棄物処理計画及び実施状況報告は、紙面での提出

のほか、「電子申請システム」でエクセルファイルにて提出されている。当県でも、その報告データを環境省が毎

年実施している産業廃棄物行政組織等調査として報告するために、集計作業に時間を要している。国において

システムを構築する際には、各自治体の事務処理だけでなく、提出者（事業者）にとって利便性の高いシステム

となるよう配慮していただきたい。 

当県においては、紙面のマニフェストを用いている事業者から提出されるマニフェスト報告書について、紙面で

の提出のほか、「電子申請システム」でエクセルファイルにて提出されている。国においてシステムを構築する際

には、各自治体の事務処理だけでなく、提出者（事業者）にとって利便性の高いシステムとなるよう配慮していた

だきたい。 

○多量排出事業者制度については、法に基づく全国統一的なものであることから、デジタル化も全国統一的に

行われることが、報告書等提出者の負担軽減の観点も含め効率的である。また、デジタル化においては、報告

書等の提出だけでなく、報告書等の公表も可能となるようにシステム設計いただきたい。 

○当市では、令和６年度多量排出事業者に該当した事業者は約 265 件ほどである。例年、環境省より照会のあ

る産業廃棄物行政組織調査等にて、報告書の集計と報告を求められているが国が統一のシステムで電子化を

することで職員の集計業務時間が省略され、業務の効率化につながると考えられる。 

紙媒体のマニフェスト報告については、容易に集計できない。電子化することで事業者の利便性が向上し、また

集計が容易になり作業効率が上がると考えられる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
233 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

登記情報連携システムの利用申請手続の簡素化等 

 

提案団体 

和歌山県、福島県、堺市、神戸市、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

「登記情報連携システム」の利用にあたり、事前に国に対し、利用手続や根拠法令などの詳細な情報を提出し、

審査を受けることになっているが、今後、多数の団体にシステムの利用拡大が図られることに鑑み、以下につい

て、御検討頂きたい。 

① 国における審査を不要とすること。 

・地方自治体内で審査、権限の付与を行う 

・申請に係る事務負担軽減及び早期のシステム利用開始の両方の実現を求めるもの。 

② システム管理者権限の付与 

・各団体内で利用 ID の発行やシステム利用履歴の確認等が可能となるよう、各団体のとりまとめ部局に対し、

システム管理者権限を付与すること 

（上記が難しい場合） 

③ 利用申請時の申請内容の簡略化 

・申請書の項目削減、根拠法令の添付を不要とする等 

④ 審査期間の短縮 

 

具体的な支障事例 

・法務省、デジタル庁への申請手続が煩雑であることや両者での審査期間が長いことから、システムの利用開

始に時間を要している。 

例えば、令和６年度においては、約 1,000 手続に係る利用を新たに申請したが、庁内での利用手続照会から国

への申請までに約２か月を要した。 

（手続担当課での申請様式作成や根拠法令の添付、とりまとめ担当課での集計、内容確認など） 

また、令和６年 12 月に国に申請を行ったが、令和７年４月現在、ID 交付に至っていない。 

システムの利用開始が遅れれば、県民等から登記事項証明書の原本提出を求めたり、職員が法務局に出向い

て登記事項証明書を取得する必要があり、行政サービスの改善や県の業務効率化の効果発現が遅くなる。 

・県にシステムの管理者権限（ID 発行や利用状況の管理等）が与えられていないため、庁内の利用課室に係る

ID の交付ができないほか、庁内のシステム利用状況が把握ができず、効果的な利用促進を図り難い。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

早期の利用開始が可能になれば、県民等による登記事項証明書の添付を省略したり、県の職員がシステムで

業務上必要な登記事項証明書を取得できる時期が早くなり、県民等の利便性向上や県の業務効率化につなが

る。 

また、県に ID 交付に係る審査やシステム管理の権限が与えられれば、庁内の利用希望に応じた ID の交付、返

却などがスム―ズに行え、業務効率化につながるとともに、効率的かつ効果的な利用促進施策を図ることが可

能となる。 

 

根拠法令等 

― 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

熊本市 

 

― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
277 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

都道府県知事が資格付与者となっている国家資格の見直し 

 

提案団体 

広島県、宮城県、福島県、広島市、愛媛県、全国知事会、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

警察庁、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

国家資格のうち、都道府県知事が資格付与者となっているものについて、試験事務を既に全国統一の団体が行

っている資格を含め、各種資格の付与者を国とするなどの見直しを求める。 

 

具体的な支障事例 

都道府県知事が資格付与者となっている国家資格については、一部資格で指定試験機関による全国統一での

資格試験の実施など、事実上全国統一的な基準による運用がなされているものもあるため、各都道府県がそれ

ぞれ事務を行う必要性が乏しい。 

それにもかかわらず、資格付与者が都道府県知事とされていることで、各都道府県では免許証等の申請・内容

の確認・交付をはじめ様々な事務が発生しており、都道府県の事務負担となっている。 

利用者にとっても、資格者名簿を各都道府県が管理しているため、苗字が変わった場合の免許書換えを、免許

を発行した都道府県に申請する必要があり、居住地と免許発行地が異なる場合は郵送が必要となるといった支

障が生じている。 

現在、デジタル庁において整備・運用されている「国家資格等情報連携・活用システム」（以下「システム」）によっ

て、一部資格については、オンラインでの資格の登録申請や資格情報の確認、証明が可能となっているが、都

道府県知事が免許交付することとされている国家資格について、同システムに実装されていない資格は、申請

書や住民票の写しなど、紙での申請に伴う申請者及び行政の事務負担が生じているため、各種資格の付与者

を国とする上で、システムを利用したオンラインによる免許申請等の推進も必要であると考えている。 

システムへの資格の実装が進めば、各都道府県が資格者名簿をそれぞれ管理する必要性も無くなることから、

資格付与者を国へ見直した上で、資格に関する事務を国で一元的に実施する方が効率的であるし、利用者の

利便性向上にも資すると考える。 

【具体的な当県での事務負担】 

 ・調 理 師：試験申込件数-370 件/年、新規申請件数-438 件/年、年間作業時間-約 350 時間 

 ・製菓衛生師：試験申込件数-185 件/年、新規申請件数-118 件/年、年間作業時間-約 370 時間、試験事務

を県が直接実施（試験当日の会場運営、採点は業者委託） 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

資格付与者を国に転換することで、国家資格等情報連携・活用システムに連携される資格者名簿が一元化さ

れ、現在、例えば結婚して苗字が変更となった場合の免許書換えは、免許交付した都道府県に申請しないとい

けないところ、居住地の近くの国の窓口に行けば書換え申請できることになり、利便性向上につながる。 

あわせて、各都道府県がそれぞれ行っていた試験・免許事務が国に一元化されることで、都道府県の事務負担

軽減にも繋がる。 

また、都道府県知事が資格付与者となっている国家資格について、原則として国家資格等情報連携・活用シス

テムによるオンライン申請を可能とすることで、紙申請に伴う申請者の来庁の手間や行政での事務処理負担の

軽減が期待される。 

 

根拠法令等 

製菓衛生師法第２条、調理師法第２条 等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、長野県、宮崎県 

 

○当県においても同様に、免許証の交付等様々な負担が生じている。 

【具体的な当県での事務負担】 

 ・調理師：試験申込件数-218 件/年、新規・書換え・再交付件数-492 件/年、年間作業時間-約 295 時間 

 ・製菓衛生師：試験申込件数-89 件/年、新規・書換え・再交付申請件数-61 件/年、年間作業時間-約 62 時間 

また、居住地と申請時の住所が異なる利用者は、郵送で申請するケースが多く、手続に時間的なコストが生じて

いる。 

そのため、国への事務の一元化には賛同するが、本県ではまだ国家資格等情報連携・活用システムを導入して

おらず、システムを使った手続にはすぐに対応できない。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
292 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

デジタル資格者証を活用した管理栄養士・薬剤師・精神保健指定医の免許証等の交付事務のオンライン化 

 

提案団体 

秋田県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

管理栄養士・薬剤師・精神保健指定医の免許証等の交付事務について、都道府県事務の負担軽減と申請者の

不利益回避のため、国家資格等情報連携・活用システムにおいて発行が可能となる「デジタル資格者証」を免

許証等の原本とし、デジタル化を推進すること。 

 

具体的な支障事例 

現在、管理栄養士・薬剤師・精神保健指定医の免許証等については、書面による申請時には都道府県を経由し

て厚生労働省に到達し、厚生労働省において名簿等への登録が行われた後、都道府県を経由して申請者への

交付が行われており、事務作業に大きな労力を費やしている。当県では、上記の３資格において年間約 170 件

の交付事務を行っており、約 85 時間を費やしている。 

また、厚生労働省が申請書類を受理した日をもって名簿等への登録となるため、大量の申請書類が集中する時

期には、免許証等の発行が遅れ、ひいては都道府県への免許証等の到達も遅れることから、申請者にも不利

益を与えることがある。 

過去の地方分権改革に関する提案募集において、上記の資格については国家資格等情報連携・活用システム

を活用したオンラインによる免許申請手続があった場合の都道府県経由事務の廃止が示されているが、免許等

の交付については、書面での免許申請手続の場合を含め、引き続き都道府県を経由する可能性が示されてい

る。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

国家資格等情報連携・活用システムにより発行が可能となる「デジタル資格者証」が免許証等の原本とされるこ

とにより、免許証の交付に関する事務そのものがなくなることで、国や都道府県の事務負担が軽減される。 

また、申請者にとっても郵送や窓口での受け取りに係る負担が軽減されるほか、申請日と登録日のタイムラグ

がなくなるとともに免許証等の到達が大幅に早まるメリットが見込まれる。 

 

根拠法令等 

栄養士法施行令第１条第３項、薬剤師法施行令第３条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第

２条の２の２ 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、茨城県、埼玉県、越谷市、川崎市、長野県、静岡県、浜松市、滋賀県、寝屋川市、奈良県、久留米市 

 

○当県においても、薬剤師の免許証について年間約 80 件の交付事務を行っており、事務作業に大きな労力を

費やしている。 

○当県においても新規、書換え交付等の申請数（年 450～500 件程度）が多く、「デジタル資格者証」になること

により、事務の大幅な軽減が望める。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
296 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

入力業務負担の軽減に資するマイナンバーカードを活用した安否情報システムの改善等 

 

提案団体 

兵庫県、神戸市、明石市、西宮市、相生市、川西市、小野市、たつの市、市川町、新温泉町 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

武力攻撃事態等時に、住民の安否情報に係る安否情報システムへの入力項目が多岐にわたるため、マイナン

バーカード等を読み取って情報入力する機能の実装等、入力作業の負担軽減に資するシステム改善を行うこ

と。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

地方公共団体が国民保護法（以下「法」という）に基づく安否情報事務（以下「安否情報事務」という）を効率的に

運用するために、「武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム」（以下「システム」という）が、国に

より開発・運用されている。 

また、システムを利用した安否情報事務を地方公共団体が法に基づき行う際の基準として「安否情報システム

を利用した安否情報事務処理ガイドライン」（以下「ガイドライン」という）が定められており、安否情報事務を効率

的に行うために「システムを利用することを原則とする」とガイドラインで規定されている。 

システムへの情報入力においては、ＬＧＷＡＮ端末から住民の安否情報（氏名、生年月日、性別、住所、負傷状

況、死亡関連情報、居所、連絡先など）の各項目をシステムに直接入力、もしくは、オフライン端末でＣＳＶ形式

のファイルに安否情報を蓄積し、ＬＧＷＡＮ端末から取り込むこととなっている。 

【具体的な支障事例】 

ガイドラインに記されているとおり、武力攻撃事態等という極限状況の中で、市町職員は住民の避難誘導や人

命救助等の措置を実施しつつ、避難住民の誘導の際や避難施設等において、紙様式により情報収集を行い、

その後手打ちでシステム入力（転記）を行う、またはＣＳＶ形式のファイルに入力し取り込むこととなっているた

め、情報が整理されるまでに時間を要さざるを得ない。 

このため、住民からの問い合わせに迅速に対応できないことが懸念されるほか、多数の住民の安否情報を取り

扱う場合においては、職員の事務負担が一層大きくなる。 

また、ガイドラインにおいて、安否情報の収集については「否」情報（負傷住民、死亡住民）を優先して行うとしつ

つ、「安」情報（避難住民）についても法上の救援（食品、被服等の提供等）を行うに当たっての必須情報として可

及的速やかに収集に努めることとされているため、デジタル活用による入力作業の負担軽減が必要である。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

避難施設等において、避難住民が所持しているマイナンバーカードやマイナ免許証等を読み取ることで、安否情

報の収集・報告を迅速に行うことが可能となるなど、デジタル活用により、過酷な状況が想定される中での安否

情報事務にかかる職員の負担軽減を図りつつ、住民からの問い合わせに対する迅速な対応と、救援措置の実

施に少しでも多くの人員を充てることが可能となると考える。 

 

根拠法令等 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第 94 条、第 95 条、第 96 条 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、花巻市、千葉県、川崎市、宮崎県 

 

○有事の際の事務負担の軽減や効率化につながる提案である。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
318 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

道府県民税の狩猟税の低税率制度について、都道府県において事務が完結するようにすること 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

道府県民税の狩猟税の低税率制度（地方税法第 700 条の 52 第１項第２号及び第４号）の適用に当たっては、

情報提供ネットワークシステムを用いて、必要な情報を取得し、都道府県において事務が完結するようにしてい

ただきたい。 

 

具体的な支障事例 

道府県民税の狩猟税の低税率制度（地方税法第 700 条の 52 第１項第２号及び第４号）の適用に当たり、申請

者の所得状況等について、「証明願」といった紙の専用様式を申請者へ交付し、市町村の窓口で手書きにより、

証明事項を記入させるよう、都道府県の税条例で規定されている場合がある。こうした手書き証明書の存在が、

市区町村における窓口業務のデジタル化の推進を阻害している。 

本件は、令和６年５月に会計検査院法第 30 条の２の規定に基づく報告書「マイナンバー制度における地方公共

団体による情報照会の実施状況について」において、情報提供ネットワークの利用が低率にとどまっている事務

の一つであり、都道府県に対して、情報提供ネットワークシステムの活用を慫慂するなどにより、申請者と市区

町村の事務負担軽減を図るべきである。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

狩猟税の低税率制度の適用を受けるにあたり、申請者は、都道府県の窓口及び市区町村の双方に出向く必要

がなくなり、申請手続を電子でワンストップ化できる。また、市区町村の窓口では、専用の手書き証明書へ公印

を押印する必要がなくなるため、窓口へ設置する公印を廃止でき、公印管理の負担軽減や、窓口業務のデジタ

ル化を推進することができる。 

鳥獣被害が深刻化する一方、狩猟者の確保がますます困難となっているなか、低税率制度の手続きの簡素化

が必要と考える。 

 

根拠法令等 

地方税法第 700 条の 52 第１項第２号、第４号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第２条の 49 の項、第 51 条、埼

玉県税条例第 96 条第１項第２号、埼玉県税条例施行規則第 40 条ほか 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、宮城県、茨城県、千葉県、浜松市 

 

○当市ではあまり「狩猟税」に係る業務を行っていないが、支障事例に係る内容を読む限り、同じ税務事務を行

う立場から賛同できる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
337 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住民票の写しや戸籍謄本等の証明書に係る請求から保管までをデジタル完結するプラットフォームの構築 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

住民票の写しや戸籍謄本等の証明書について、ＶＣの仕様によるトラストサービスによって請求、交付、第三者

への提供、第三者による検証・保管まで、電子的な手段により一気通貫で行うことが可能となるよう関係法令の

規定を整備するほか、市民及び事業者等が安心して利用できるよう国又は公的な機関がトラストサービスのプ

ラットフォームを用意すること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

住民基本台帳法を根拠とする証明書は、請求者本人に係る最新の基本４情報（氏名、性別、生年月日、住所）

のほか、続柄、戸籍、世帯員の異動、住所の履歴等の情報を公に証明する証明書であり、戸籍法を根拠とする

証明書は、家族関係や身分関係、本籍地が日本にあることを公に証明する証明書である。どちらも契約手続や

相続手続、所有財産の名義変更手続等において官民問わず広く利用されている。利用に当たり、請求者は地方

公共団体から交付を受けた証明書を契約等の相手方へ提供し、提供を受けた者は証明書を検証し、保管してい

る。 

【支障事例】 

住民基本台帳法を根拠とする証明書は同法において書類として規定されていること等から紙での交付に限定さ

れており、交付以降、提供のための持参や郵送、偽造されていないことの確認による真正の検証の負担が生じ

ている。また、証明書の保管、廃棄を適正に行うことによる負担も生じている。戸籍法を根拠とする証明書は、法

令による規制はないため、行政機関の窓口やオンライン上での行政手続において戸籍電子証明書や除籍電子

証明書を利用する場合以外についても、自治体において技術的な環境を整えればオンラインによる交付が実現

可能であるが、環境整備に要する費用が高額であることや具体的なオンライン交付の運用方法が示されていな

いため、自治体におけるオンライン交付はされていない状況である。国から具体的な運用方法が示されないま

ま、各自治体が独自の方法で電子署名等によるオンライン交付を行った場合は、検証方法も自治体ごとに異な

る可能性が生じてしまい、請求者や提供を受ける者にとっては不便なものとなってしまう。また、提供、検証、保

管をデジタルで完結する仕組みが十分に検討されていないため、オンライン交付が行われた場合でもどこかの

段階で紙へ印刷されてしまうことが想定され、偽造の事例も踏まえると、デジタル化のメリットが十分に享受され

ない。 

【支障の解決策】 

Ｗ３Ｃ（World Wide Web Consortium）の規格であるＶＣ（Verifiable Credentials）の採用とマイナンバーカードでの

本人確認を組み合わせることで安全性の確保は可能と思われるため、電子交付の実現とあわせ必要な法令の

改正を行っていただきたい。 

住民が安心して利用するためにはトラストサービスを信頼できるプラットフォーマーが提供することが重要である

ため、国や独立行政法人等の公的な機関がその役割を果たすことを検討いただきたい。 



市民目線に立つと、戸籍法を根拠とする証明書、住民基本台帳法を根拠とする証明書の両方が同一のシステ

ムで提供されることが便益の上で望ましいため、検討に当たって配意いただきたい。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住民が場所や時間を選ばず、必要な情報が容易に取得でき、相手方へ提供できることのほか、提出の相手方

においても検証が容易になり、保管の手間が省けることで、社会全体で生産性が向上する。 

地方公共団体においては、紙の証明書の発行負担（令和５年は住民票の写しが 4,200 万枚、戸籍謄本及び戸

籍抄本が 3,200 万枚）が軽減されることで簡素で効率的な執行体制の構築が可能となり、地域における福祉や

まちづくり等の課題への対応に一層注力することができる。2050 年カーボンニュートラルの実現にも寄与。 

トラストサービスに汎用性を持たせ、住民票の写し等以外の証明書へ横展開することが可能であり、更なる社会

活動の効率化が期待できる。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳法第 12 条、第 12 条の２、第 15 条の４、第 20 条、第 21 条の３ 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等（委任された政省令を含む。） 

【注】令和６年総務省整理番号 51 から引用 

戸籍法 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、青森市、花巻市、仙台市、いわき市、燕市、浜松市、名古屋市、豊中市、寝屋川市、安来市、広島市、

佐世保市、特別区長会 

 

○証明書のオンライン交付は将来的に自治体が求められることとなるため実現は不可避と思慮される。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
358 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

生成 AI システムの利用環境の整備 

 

提案団体 

山口県、九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

国の責任において、地方自治体が安心・安全に活用できる生成 AI システムの利用環境を整備すること。 

 

具体的な支障事例 

生成 AI サービスを業務に導入する地方公共団体が増えているが、地方公共団体により導入サービスが異なる

上、個人情報や機密性の高い情報を取り扱う業務について生成 AI の活用が進んでいない。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地方公共団体が有する機密性の高い情報を含む業務に生成 AI を活用することが可能となり、さらなる業務効

率化が図られる。 

 

根拠法令等 

― 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、亀岡市、宍粟市、和歌山県、広島市、熊本市 

 

○各自治体において、セキュリティ要件や、それぞれの業務環境に適した生成 AI ツールを検証し導入している

と思われるが、当市の場合は、セキュリティを重視し、LGWAN-ASP にて提供されるツールを導入している。国に

おいて、安心・安全に活用できる生成 AI システムの利用環境が整備されることで、セキュリティの担保が期待さ

れる。 

○「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」及び「行政の進化と改革のための生

成 AI の調達・利活用にかかるガイドライン」の更新と合わせ、必要機能を示した上で合致するシステムについて

DMP などにおいて共有いただきたい。 

○要機密情報の取扱いの可否に起因して、生成 AI の活用に支障が生じる状況にあることは当市も課題と認識



しており、利用環境の整備まではいかなくても、取扱いルールの明確化（セキュリティポリシーの改善を含む）な

ど、より活用が進むような方向で、国において検討を進めていただきたい。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
362 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 06_環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

産業廃棄物処理業に係る事務手続等の電子化 

 

提案団体 

熊本県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

産業廃棄物処理業に係る新規・更新・変更申請手続及び手数料の納付を e-Gov で可能とし、オンライン完結を

実現すること 

 

具体的な支障事例 

【産業廃棄物処理業に係る申請について】 

令和６年提案（管理番号 49）において、産業廃棄物処理業に係る変更の届出については e-Gov を活用する方

向で検討されることとなったが、産業廃棄物処理業に係る新規・更新・変更申請については、当県を含む多くの

自治体が現在も紙による受付を行っている。そのため、提出時に事前に予約が必要であったり、修正等の際に

も再度窓口に足を運んでいただく必要があり、事業者に対し一定の負担を強いる状況は変わらない。一部の自

治体では、電子申請が可能となっているが、自治体ごとにシステムを構築しているため、それぞれ ID パスワード

が必要だったり、書式や図面ファイルのアップロード方法など申請方法が異なっており、複数の自治体で事業を

展開する申請者にとって煩雑さがある。 

また、申請手数料の納付については収入証紙を用いており、申請手続のみ電子化が実現されてもオンライン完

結に至らない。申請から手数料納付まで一貫してオンライン完結できることが事業者サービスの向上に寄与す

るものと考える。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

申請者（行政書士）からは、許可申請の電子化により、施設の設置許可申請時や処分業の許可申請時に添付

する施設の図面等を複数用意する必要がなくなり手間が省ける。との声あり。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

事業者による申請手続がオンラインで完結し、事業者サービスの向上に寄与する。 

 

根拠法令等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の２第 3 項、第 14 条の５第 3 項 

地方自治法第 227 条、第 231 条の２ 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、栃木県、千葉県、豊橋市、寝屋川市、熊本市 

 

○産業廃棄物処理業に係る許可申請では、省令により登記事項証明書や住民票の写しといった公的書類の提

出を求められており、これらがオンライン申請の支障となっている。また、行政書士法施行規則第９条第２項の

規定により、行政書士が作成した書類には記名して職印を押すこととなっているため、紙による申請が必要とな

る状況となっている。 

○当県では令和６年度末に廃掃法手続きの電子申請（オンライン決済）を可能としたが、処理業の変更届のみ

が e-Gov 対応となると申請手続きの一貫性が担保できず申請者・審査者相互にとって事務処理が煩雑となる。

許可から廃止に至るまでの一連の手続きについて、全国統一した申請フォームにより e-Gov 対応とすることで

相互にメリットが生まれるものと考える。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
363 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住居表示業務・システムの共通化 

 

提案団体 

仙台市、札幌市、石巻市、塩竈市、栗原市、大崎市、さいたま市、千葉市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡

市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

住居表示業務について、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を進めるにあたり、住居表示台帳及び住居表

示に係る事務のシステムの共通化を求める。 

 

具体的な支障事例 

当市では紙ベースの住居表示台帳に基づいて住居表示業務を行っている。住居表示の実施から 30 年以上経

過した地域が多く存在しているため、街区内に新しい道路が整備された場合など、実施当時に作成した台帳と

現況が異なるケースが多く発生しており、確認に時間を要したり、建築位置の誤認による住居番号の設定ミスが

発生したりしている。さらに、紙ベースによる管理であるため天災等により台帳が滅失するリスクがある。 

住居表示に係る行政側の事務負担としては、台帳の更新作業及び通知作業において、住居表示台帳の閲覧や

交付申請があった場合に備え、アナログで個人情報を除く作業を行う必要があるなど、令和６年度には年間

6,905 時間程度の事務負担が生じている。 

また、住居表示台帳に基づく証明書の交付にあたっては、窓口での交付かもしくは紙の証明書を郵送しており、

来庁する負担や郵送料、交付までの時間など、申請者にとって不便な状況となっているほか、行政側では令和

６年度には年間 318 時間程度の事務負担が生じている。 

その他、民間事業者等から台帳の写しを求められた際には、紙ベースでの提供であるため、民間事業者等にお

いてそれぞれデータへと加工する作業も発生している。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

国が住居表示台帳にかかるシステムの共通化を主導することで災害等による滅失リスクを回避するとともに台

帳の更新作業及び通知作業について、行政側の効率化が図られることで、通知タイミングの早期化にも繋がる

など市民サービスの向上が見込めると考える。 

また、台帳を電子図面化することで、現在国が推進しているアドレス・ベース・レジストリとの連携等により幅広い

主体の利便性向上に資すると考える。 

アドレス・ベース・レジストリにおいては現状、地図検索機能や地番と住居番号を証明する機能等は実装されな

いため、引き続き自治体が行う住居表示業務において提供するものと認識しているが、全自治体の住居表示台

帳が共通システムにより電子化されれば、台帳の閲覧等についてはシステム上で閲覧することがも見込めるた



め、閲覧等に係る事務が不要となるほか、証明書の交付事務についても効率化が図られ、閲覧者等及び行政

側の負担が軽減できる。さらに民間事業者等に対しては加工が容易なデータを提供することも可能になると考え

る。 

 

根拠法令等 

住居表示に関する法律（昭和 37 年法律第 119 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、長崎市、熊本市 

 

○当市においても提案団体と同様の支障が生じており、紙ベースの台帳であることから、台帳への追記・修正等

の手間や情報公開対応等の事務の効率性が悪く、また、台帳の経年劣化により今後の業務に支障が出る想定

であり、災害等の滅失の恐れがある。 

○当市も紙で住居表示台帳を管理しているため、製図が担当者に委ねられており、災害等で紙の台帳を滅失し

た場合、復元が困難となるなどの課題がある。 

行政のデジタル化を推進するためにも補助金等があれば、台帳の電子化について再度検討をすることができ

る。 

※過去に当市では住居表示台帳の電子化をするために予算要望をしたものの費用が多額になるため、予算化

に至りませんでした。 

○電子化されていない自治体が多い事務であり、各市等で同様の事務が行われているため、システムの共通

化は必要と思料される。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
366 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 07_産業振興 

 

提案事項（事項名） 

国家資格「計量士」の登録 

 

提案団体 

鹿児島県、九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、経済産業省 

 

求める措置の具体的内容 

国家資格「計量士」の登録について、 

（１） 登録申請手続等について、国家資格等情報連携・活用システムを利用するとともに、紙媒体による申請及

びオンラインによる申請どちらも都道府県の経由を要しないこととすること。 

（２） 計量士登録証について、当該システムにおいて発行が可能な「デジタル資格者証」を原本とすること。 

 

具体的な支障事例 

国家資格等については、令和６年８月６日より運用が開始された国家資格等情報連携・活用システムを用いるこ

とで、オンラインでの資格登録や「デジタル資格者証」による資格所持状況の確認が可能になる予定であり、「令

和６年の地方からの提案等に関する対応方針（令和６年 12 月 24 日閣議決定）」では建築基準適合判定資格者

等の国家資格について、国家資格等情報連携活用システムを用いたオンラインによる登録申請を可能とすると

ともに、都道府県経由の廃止が謳われている。 

（１）について 

計量士についても、計量法施行令第 32 条で登録申請時の都道府県経由が規定されているところ、建築基準適

合判定資格者と同様に国家資格等情報連携・活用システムを利用したオンライン申請を可能とした上で、紙媒

体及びオンライン申請双方の都道府県経由事務を廃止することで、登録申請者から直接国へ申請が行われ、

来庁負担が不要になる。 

また、登録申請者にとってのメリットだけでなく、都道府県での事務処理の負担軽減にもつながる。（令和６年事

務処理実績：令和６年度６件受付、１件あたり 12 時間要する） 

（２）について 

さらに、「デジタル資格者証」を計量士登録証の原本とすることで、登録証の交付についても、都道府県経由を

不要とし、申請者への交付の迅速化や都道府県事務の負担軽減が期待される。 

これらのことから、計量士の登録申請については「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和６年６月 21 日

閣議決定）」の趣旨を踏まえ、他の国家資格の登録申請と同様に国家資格等情報連携・活用システムを活用

し、オンラインによる登録申請を可能とし、「デジタル資格者証」を登録証を原本とするとともに、紙媒体及びオン

ラインによる申請のどちらの場合であっても都道府県の経由を要しないこととすることを提案する。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

１．都道府県窓口に行くことが負担との意見 

申請のオンライン化は望ましいが、紙の登録証交付を都道府県経由で行う場合、受取のため都道府県窓口に

来庁してもらうこととなり、申請者の負担軽減とならないため、デジタル資格者証のニーズは高いと考える。 

現状の紙の登録証の受領については、都道府県経由で交付されることから、受取のため都道府県の窓口に出



向く必要がある。 

なお、郵送での受取方法もあるが、登録証が折れ曲がる可能性が高いので、デジタル資格証での交付が求めら

れている。 

２．携帯できる免許の要望 

紙の免許証を失くしてしまい再発行を求める方も多く、デジタル資格者証への潜在的ニーズは高いと考える。 

定期検査に係る代検査を行う際に、受検者から資格者である旨の明示を求められることがあり、デジタル資格

証への潜在的ニーズは高いと考えられる。 

なお、現在の紙の登録証は常時携帯することは無理である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

提案の実現により申請者の負担軽減及び行政のデジタル化・効率化につながる。 

 

根拠法令等 

計量法第 122 条、計量法施行令第 32 条、第 36 条、第 37 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

栃木県、山梨県、滋賀県、和歌山県、宮崎県 

 

○当県における計量士登録の令和６年度実績は３件となっている。 

計量士の登録申請及び登録証交付手続は都道府県経由で行われており、手続に時間を要している。 

これらの手続についてデジタル化し、都道府県経由を廃止することにより、申請者及び都道府県事務の負担軽

減が図られる。 

○提案内容と同様の意見です。（令和６年度３件受付、１件あたり 12 時間を要する） 

○業務の効率化に資する DX を活用した取組で、申請者の利益となるほか、類似の国家資格に関する先行事

例もあるため有用と認められる。 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
375 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

士業者による戸籍や住民票の証明書の職務上請求に係るオンラインシステムの構築 

 

提案団体 

京都市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

戸籍謄本や住民票の写し等の証明書の職務上請求について、弁護士等の士業者が市町村に対してオンライン

による方法で行うことができるシステムを、適切な不正防止の仕組みを備えたうえ、８士業に共通かつ自治体が

容易に利用できるものとして構築すること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

士業者（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士）は、

職務のために戸籍や住民票に係る証明書を請求できることが法令に規定（いわゆる職務上請求）。 

請求時は、士業者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示（郵送請求の場合は写しを提出）し、

士業者の所属する会が発行した交付請求書（いわゆる統一請求用紙）を手書きで記入し、当該士業者の職印を

押したものを提出する。 

請求をオンラインで行う場合は、統一請求用紙に記載すべき事項に係る情報、請求の際に提出すべきこととさ

れている書面等に代わるべき情報に所定の電子署名を付し、所定の電子証明書を添えて送信するか、又は、改

正戸籍法施行規則の施行後においては戸籍に係る証明書であれば「法務大臣が定めるこれらに準ずる措置」

を講じる必要がある。 

士業者が所属する会が発行する統一請求用紙は、法務省民事局長依頼（昭和 61 年１月 21 日民二第 483 号）

に基づき、同依頼に示される案を参照して作成されている。また、同依頼における「会員以外の者が当該用紙を

入手又は利用することを防止する措置」として、通番を付した複写式のものとし、会員への販売時に通番を控え

るほか、士業者が所属する会において、請求に用いられた統一請求用紙の請求控えの点検を行っている。 

自治体では、統一請求用紙の記載内容等をもとに、請求理由は適当であるか、請求者の業務の範ちゅうである

か、受任した事務、事件の内容に照らして交付する証明書で過不足はないか等の点検を行い、適正な請求であ

ることを確認したうえで証明書を交付している。 

【支障事例】 

法令上、オンライン請求は可能であるところ、前述の統一請求用紙に記載すべき事項に係る情報や、請求の際

に提出すべきこととされている書面等に代わるべき情報の具体が明らかでなく、事実上、行うことができない。な

お、士業者が所属する会においても現状請求手段として規定していない。 

ある民間企業の調査では、全国で年間 350 万件の職務上請求が行われ、このうち８割が郵送によるものと推定

されている。全ての統一請求用紙は手書きで記入され、自治体、士業団体で審査、点検が行われているほか、

郵便料金だけで６億円を超える費用が発生している計算になる。 

また、当市では郵送による職務上請求を年間 2.4 万件受け付けているが、このうち約 800 件を調査したところ、

交付請求の目的に「相続」とだけ記入されるなど約 10％の割合で統一請求用紙の記載内容に疑義が生じ、請

求者に対し電話での問合せを行っていた。 



【支障の解決策】 

オンライン請求が現実に行われていないのは、支障事例に記載のとおり統一請求用紙等に代わるべき措置が

ないことが理由であり、統一請求用紙を用いる仕組みの目的は、士業団体を請求スキームに関与させることで

不正請求を防ぎ、もって市民のプライバシーを守ること。そのため、不正請求への対策を適切に講じたシステム

の利用は、この代わるべき措置に該当することを明示いただきたい。 

また、相続登記の義務化などを背景に今後職務上請求の利用増が見込まれるところ、オンライン請求の実現は

士業、自治体双方で業務の効率化につながる。しかし、職務上請求のスキームに対応する既存の申請ソリュー

ションが存在せず開発費用が高額になるほか、８士業でそれぞれ異なるシステムを導入した場合は自治体側に

財務、業務両面の負担が生じる。このような状況を踏まえ、職務上請求のオンラインシステムは、８士業に共通

かつ自治体が容易に利用できるシステムとして国において効率的に整備していただきたい。 

オンライン請求システムに入力支援や形式審査等の機能を持たせることで、請求の不備や疑義が減り、自治体

は実質的な部分の審査に注力できるようになる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

静岡県司法書士会が職務上請求を可能とするオンラインシステムの構築を要望（令和３年）。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

士業においては、統一請求用紙の手書き記入、区役所や郵便ポストまでの移動に伴うコストが減少し、依頼者

である市民の負担軽減や抱える問題の早期解決につながる。 

自治体においても、請求の形式的な不備をシステムで未然に防ぐことが可能となり、交付までの時間短縮、請求

内容のより詳細な点検ができるようになる。また、業務効率化により、地域における福祉やまちづくり等の課題

への対応に一層注力することができる。 

 

根拠法令等 

戸籍法第 10 条の２第３項、第 10 条の３。戸籍法施行規則（令和７年５月 26 日改正施行）第 11 条の２第４項、

第 11 条の３第２項、第 79 条の２の４第１項、第 79 条の３、第 79 条の４。 

住民基本台帳法第 12 条の３。住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の

交付に関する省令第 11 条。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条。総務省関係法令に

係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第４条。 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、いわき市、豊田市、安来市、広島市、熊本市 

 

― 



令和７年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

デジタル庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理

番号 
382 

重点募集
テーマ 

○（デジタル化(4 以外)） 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

  提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

在留期間更新許可申請等における審査業務の簡素化及び情報提供ネットワークシステムの活用 

 

提案団体 

名古屋市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

在留期間更新許可申請等について、情報連携推進のため、審査業務の簡素化を行った上で、審査に必要な情

報を情報提供ネットワークシステムに追加すること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

在留資格の更新については、出入国管理及び難民認定法施行規則第 21 条に基づき、在留資格に応じて複数

年分の所得証明及び納税証明の提出が求められており、地方公共団体の窓口において当該証明書の発行を

行っている。 

このような状況の中で、国において令和８年度末にマイナンバーによる情報連携を開始することを目指し、必要

な法令整備及びシステム開発等の検討が行われているが、在留審査の効率化が進捗していない。 

（参考）当市の状況（令和５年度） 

   外国人住民数   92,509 人 

   所得証明発行件数 45,851 件（出入国在留管理庁提出用） 

   納税証明発行件数 22,986 件（出入国在留管理庁提出用） 

【支障事例】 

現在、当市の窓口では、申請者の滞納状況や雇用状況など、様々な証明書の提出が求められる実態があり、

複雑な制度・取扱いの中で申請者の負担となるだけでなく、地方公共団体側にとっても手書きの証明書の作成

が必要となり、総務省が進めるフロントヤード改革の障壁になっている。 

 ①分納証明書（納付誓約書等の分納している事実がわかる書類） 

 ②租税条約により課税を免除されている旨の証明 

 ③市民税申告書が提出されている旨の証明 

 ④証明書の附記書き（給与支払者の補記） 

 ⑤証明書の附記書き（納付日の補記） 

 ⑥証明書の附記書き補記（本名・通称名の補記） 

また、出入国在留管理庁の審査業務では「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」等に基づき、

納税情報の確認の中で、納付日の確認まで求めている状況と認識している。こうした審査業務と同様の対応に

ついて、マイナンバーによるデータ連携で行うことは、データ項目設定や更新頻度の観点で課題がある。 

【制度改正の必要性】 

在留資格の更新については、所得証明書及び納税証明書の提出が求められているため、不完全な情報連携で

は、結果として申請者の利便性向上に繋がらない。また、在留外国人の増加傾向が続いているところ、今後は

ガイドライン（R6.11.18 改訂）に伴う審査厳格化の動きがあり、申請者及び地方公共団体双方の負担軽減に向け



た取組みが喫緊の課題となっている。 

【支障の解決策】 

（１）審査業務の整理・簡素化 

前述の①は収入額や納税額など一次情報でないため、本来は公用閲覧での対応が望ましいと考える。また、前

述の②③は本人からの原本提出で対応可能である。このように、本来、地方公共団体側で発行するべき内容を

見直すなど、審査業務の整理・簡素化をお願いしたい。 

（２）情報提供ネットワークへの情報の追加・更新頻度の最適化 

令和８年度末にマイナンバーによる情報連携開始に向けて、必要な情報の整理・追加を行うとともに、地方公共

団体の負担・申請者の利便性・出入国在留管理庁の審査業務の各負担を考慮のうえ、最適な更新頻度となるよ

う検討をお願いしたい。 

（３）情報連携が不可である場合の代替手段の検討 

情報連携についても費用対効果等に基づき、対応できない事例があった場合、公用閲覧等申請者に負担を求

めない体制づくりの検討をお願いしたい。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

当市における証明発行件数の試算でも年間 68,000 件余となるため、書類添付が不要となることによって、全国

の地方公共団体での証明等の発行業務が大幅に削減されるとともに、多くの申請者にとって証明等を取得する

手間・費用の削減につながり、在留期間の更新自体に対する負担を大きく軽減させることが期待できる。 

さらに、運用の見直しによって、申請者の負担軽減及びバックオフィス連携による国・地方自治体双方の業務効

率化の観点から、全国的なフロントヤード改革が加速することが期待される。 

 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表三十一の二の項、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命

令 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、ひたちなか市、春日部市、銚子市、相模原市、浜松市、熊本市 

 

○当市においても在留資格関連の証明書申請者が窓口に多く来庁し、主に言語の関係や制度の複雑さから窓

口長時間化やトラブルの要因となっており支障となっている。また郵送の申請や電話での問合せも非常に多く対

応に苦慮している。来庁者及び地方公共団体の負担軽減のため、マイナンバーによる情報連携等の制度改正

が望まれる。 

○証明書の附記書き等は行っていないが、納付年月日について教えて欲しいとの要望があった場合は個別に

答えている状況であり、件数が多くなっているため業務に支障をきたしている。 

 


